
 

 

 

岩沢北部地区審議会委員特集 
 

 
 

審議会委員決定のお知らせ 
 

 岩沢北部地区土地区画整理審議会委員の任期満了に伴う改選が行われ、新体制での第

１回目の審議会が６月２６日（金）に開催されました。会長及び職務代理の選出、議席

の決定を行い、下表のとおり決定しました。 

  

◆ 審議会委員名簿（敬称略） 
 

議席番号 氏  名（居住地） 役    職 

１ 町
まち

  田
だ

   曻
のぼる

（豊島区）  会 長（学識経験者） 

２ 双
なみ

  木
き

  廣
ひろ

  治
じ

（新町）  会長職務代理（学識経験者） 

３ 平
ひら

  居
い

  仁
に

 兵
べ

 衛
え

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

４ 綿
わた

 貫
ぬき

 惠
しげ

 夫
お

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

５ 信
のぶ

  田
た

  光
みつ

  康
やす

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

６ 粕
かす

  谷
や

  靖
やす

  夫
お

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

７ 宮
みや

  岡
おか

  幸
ゆき

  雄
お

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

８ 榎
えの

 本
もと

 敏
とし

 男
お

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

９ 雨
あめ

  間
ま

  保
やす

  弘
ひろ

（大字岩沢）  委 員（所有権者） 

 ※定数は１０人ですが１人欠員となっています。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



飯能市土地区画整理事業ニュース    

           

                                           
   

  

  

【岩沢北部地区】         

今年度、区画整理事業区域では右図

面のとおり、５箇所の道路築造工事及

び宅地造成工事を実施しています。③、

⑤の工事箇所については既に完了済み

です。①、②、④の工事箇所について

は３月末の完了予定です。 

建物移転につきましては、岩沢第一

汚水幹線上のほか３件の移転を実施し

ています。 

次に区画整理除外区域では用地買収

及び建物移転を中心に実施しています。 

中でも建物移転については昨年度に引

き続き笠縫地区を結ぶ都市計画道路双

柳岩沢線及び岩沢第二汚水幹線上の４

件、岩沢第二汚水幹線から元加治駅へ

接続する幹線道路上の２件を実施して

います。 

 

【岩沢南部地区】 

区画整理事業区域においては都市計画道路阿須小久保線をはじめ、４箇所の道路築造工事及

び宅地造成工事などを実施しています。工事箇所については③の工事箇所については既に完了

済みです。残りは３月末の完了予定となっています。また、建物移転については都市計画道路

阿須小久保線及び川寺岩沢線、元加治駅南口駅前通り線用地のほか、４件を実施しています。 

区画整理除外区域では①の工事箇所である岩沢郵便局西側交差点から北上する部分の道路築

◆平成２７年度の事業進捗状況 ◆阿須小久保線の一部開通について 

◆下水道課からのお知らせ   ◆土地区画整理事務所からのお知らせ 

平成２７年度の事業進捗状況 

平成２８年３月１日号 
岩沢北部・南部地区 

★☆★ 合併号 ★☆★ 



造工事を実施しています。こちらの工事については先行する下水道工事及び水道工事の進捗に

より６月末の完成予定となっています。また建物移転については、北部地区同様に岩沢第一汚

水幹線上の１件を実施しています。 

 

 

<<岩岩沢沢北北部部工工事事②②・・一一部部造造成成及及びび道道路路築築造造>>       <<除除外外工工事事②②・・道道路路築築造造>>    

      

<<岩岩沢沢南南部部工工事事①①・・阿阿須須小小久久保保線線道道路路築築造造>>        <<岩岩沢沢南南部部工工事事②②・・一一部部造造成成及及びび道道路路築築造造>>  

   

 

 

 

 

阿岩橋から北上して、市道１－７号線（岩

沢郵便局前から元加治駅へ向かう道路）まで

の区間について、３月末に道路築造工事を終

え開通予定となっています。今回の工事では

道路両側に歩道が整備されます。 

通行の流れが変わりますので、ご注意願い

ます。 

 

 

平成２７年度の主な工事実施箇所 

阿 須 小 久 保 線 の 一 部 開 通 に つ い て 

 



 



                                                                  

 

 

○保留地（宅地）販売のお知らせ 

保留地（宅地）の販売を先着順で受付けています。土地をお探しの方は区画整理事務所まで申し込み

をお願いします。また、市ホームページにも情報を掲載していますのでご覧ください。 

地区名 街 区 画 地 地 積 (㎡) 総 価 格 (円) 地区名 街 区 画 地 地 積 (㎡) 総 価 格(円) 

笠 縫 56 2 100.44 5,514,156 笠 縫 118 1 230.98 15,175,386 

笠 縫 56 16 118.99 8,614,876 笠 縫 112 5 137.76 8,885,520 

笠 縫 108-2 1 182.36 13,056,976 笠 縫 122 11 100.88 6,587,464 

笠 縫 125 9 117.70 8,980,510 笠 縫 132 15   90.01 6,795,755 

笠 縫 136 19 110.40 8,246,880 双柳南部 ５ ７ 103.78 8,385,424 

笠 縫 140 2 224.49 15,175,524 岩沢北部 21 1 120.87 9,935,514 

笠 縫 68 30 139.00 9,521,500 岩沢北部 131-1 7 126.03 9,956,370 

※ 換地処分が完了するまで、保留地は他に譲渡できません。 

 
○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設

置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検

討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

区画整理事業から除外された地区で土地の区画形質の変更・建築行為・工作物等の設置を行う場合

は、地区計画による制限を受けることになります。着手する日の 30 日前までにまちづくり推進課へ

届出が必要になります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく

建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地

区画整理事務所またはまちづくり推進課にご相談ください。 

 

○迷惑駐車について 

  岩沢地内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、

火災などの緊急事態に消化活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご

近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。ルールを

守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

土 地 区 画 整 理 事 務 所 か ら の お 知 ら せ 

 

編集発行  飯能市土地区画整理事務所 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電   話   ０４２（９７３）８６８２ 

E メ ー ル   kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 



 
 

 

  ～～笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区のの  

今今年年度度のの事事業業進進捗捗状状況況ななどどににつついいてて  ～～  
  

 権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大 

なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、今年度の笠縫地区及び双柳南部 

地区における事業進捗状況などについてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

【進捗状況】（平成２8 年 3 月 15 日現在） 

 ・仮換地指定率         ９7．1％ 

 ・使用収益開始率        ６２．7％ 

 ・建物移転済戸数        ７47 戸  

・建物移転率          ８7．8％  

 

【平成２７年度の工事進捗状況について】 

平成２7 年度工事の進捗状況についてお知らせ

いたします。区６-３３号線について建物移転等を

伴う造成及び道路築造工事を行っております。ま

た、区 6-2 号線、区 6-16 号線、区 6-７９号線、

区９-７号線及び区１０-２号線については、皆様

のご協力により、工事を完成いたしました。 

工事にあたりましては、通行止及び工事箇所の

迂回等が必要となります。迂回路等につきまして

は、工事看板などで周知しておりますのでご理解、

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

平成２8 年 3 月１５日号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

§ 笠 縫 地 区 § 

区 9-７号線ほか   

区６-33 号線ほか  

区10-2号線ほか   

区６－２号線  

区６-１６号線ほか  

区6-７９号線ほか   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

区６－２号線施工箇所 区６－１６号線施工箇所 

区６－３３号線施工箇所 区６－7９号線施工箇所 

区 9－7 号線施工箇所 区 10－2 号線施工箇所 

≪笠縫地区工事箇所写真≫ 



 

 

 

 

【進捗状況】（平成２8 年 3 月 15 日現在） 

  ・仮換地指定率         ６2．6％ 

  ・使用収益開始率        ３7．2％ 

  ・建物移転済戸数        １32 戸 

  ・建物移転率          １9．4％  

【平成２７年度の事業予定】 

平成２7 年度工事の進捗状況についてお知らせします。 

今年度道路工事、造成工事等の全ての工事は、３月末に完成の見込みです。地域の皆

様には、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

区 8-1 号線および２５街区造成ほか工事については、約１2０m の道路整備と、宅

地造成を実施しています。この工事により、道路下に浸透貯留機能を備えた雨水管を設

置するほか、歩道を設置することにより、歩行者の安全確保を図ることができます。 

区 9-2 号線については、道路下に浸透貯留機能を備えた雨水管を設置し、地区内の

懸案である雨水対策を実施しました。また、区 6－20 号線については、側溝整備と舗

装工事を実施しました。 

 今年度実施した工事、補償業務にご協力をいただきました方々並びに近隣住民の皆様

に厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 双柳南部地区 § 

区８－１号線   

区６－２０号線  

２５街区      

区 9－2 号線   

≪双柳南部地区工事箇所写真≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度の下水道工事についてお知らせします。 

今年度、下水道課の全ての工事は、おかげさまで皆様のご協力により予定どおり完成

しました。地域の皆様には、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

笠縫地区の工事は３箇所、双柳南部地区の工事は２箇所整備しました。（工事箇所図

参照）。 

問合せ先：下水道課整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通） 

下水道課からのお知らせ（平成２７年度工事） 

区９－２号線施工箇所 

区８－１号線施工箇所 25 街区施工箇所 

区６－２０号線施工箇所 

≪双柳南部地区工事箇所写真≫ 



分譲宅地（保留地）の販売のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

笠縫・双柳南部・岩沢北部土地区画整理事業地内の下記保留地を販売しています。 

所在等詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。 

なお、先着順にて受け付けておりますので、掲載前に申し込みがあった場合はご容赦く

ださい。 

【笠縫地区】 

 街区 画地 地積(㎡) 総価格(円)  街区 画地 地積(㎡) 総価格(円) 

② 56 2 100.44 5,514,156 ⑧ 68 30 139.00 9,521,500 

③ 56 16 118.99 8,614,876 ⑨ 118 1 230.98 15,175,386 

④ 108-2 1 182.36 13,056,976 ⑩ 112 5 137.76 8,885,520 

⑤ 125 9 117.70 8,980,510 ⑪ 122 11 100.88 6,587,464 

⑥ 136 19 110.40 8,246,880 ⑫ 132 15 90.01 6,795,755 

⑦ 140 2 224.49 15,175,524      

【双柳南部地区】 

⑬ 5 7 103.78 8,385,424 

【岩沢北部地区】 

⑭ 21 1 120.87 9,935,514 

⑮ 131-1 7 126.03 9,956,370 

笠縫地内下水道工事施工箇所図 双柳南部地内下水道工事施工箇所図 

工事箇所⑤  

工事箇所①  

工事箇所②   

工事箇所③    

工事箇所④ 

※保留地は、換地処分が完了（区

画整理事業が終了）するまでは、

原則、他に譲渡できません。 



土地区画整理事務所からのお願い 

編集発行  飯能市土地区画整理事務所 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 

 

 

現行の事業計画では事業の長期化が懸念されることから、今後の事業の進め方につい

て、権利者の皆様にご意見を伺うことを予定しています。 

詳細については、次号ニュースでお知らせいたします。皆様のご理解、ご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業の施行地区内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀やフ

ェンス等の工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条に基づく許可

申請が必要となります。 

この申請により、宅地の造成高や歩道計画のある道路の出入口の位置等が、道路計画

や造成計画と整合するかをチェックする内容を含むため、事前確認を必ず行っていた

だきますようご協力をお願いします。 

 

○迷惑駐車について 

 土地区画整理事業の施行地区内において、道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられ

ます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる

原因となります。また、邪魔にならないと思っていても周辺へ迷惑をかけていたりする

こともあり、トラブルになる可能性があります。 

 一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

 

○公園広場利用のマナーについて 

 現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い 

ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな 

どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりま 

すので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。 

 

○保留地を購入された方へお願い 

売買契約者（権利者）の住所の変更があった場合、相続により名義を変更する場合、

付保留地で仮換地と一体で売買し名義を変更する場合は、土地区画整理事務所へ届出を

お願いします。 

  

≪今後の双柳南部土地区画整理事業の進め方について≫ 

mailto:kukaku@city.hanno.lg.jp


 
 

  ～～笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区のの  

今今年年度度のの事事業業状状況況ななどどににつついいてて  ～～  
  

１ 平成 28 年度の主な工事予定  ２ 下水道課からのお知らせ 

３ 双柳南部地区事業意向調査   ４ 区画整理課からのお知らせ 

 

１ 平成２８年度の主な工事予定 

 

 

 

平成２8 年度の主な工事は以下のとおりです。 

①（都）双柳岩沢線道路整備 

② 区 6－47 号線道路整備 

③ 区 4－1 号線道路整備及び宅地造成工事 

④ 24 街区宅地造成工事 

これらの工事を行うにあたり、必要に応じ迂

回等が生じる期間があります。迂回等につきま

しては、工事看板などで周知するほか交通誘導

員の指示に従っていただきますようご協力をお

願いします。建物移転等につきましては、道路

整備に関連した移転等を予定していますので、

関係権利者の方々へ交渉を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年 ６月 １日号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

笠 縫 地 区  

双柳岩沢線予定箇所 

２８年度予定箇所図 

①（都）双柳岩沢線   

②区６-47号線  

④24 街区   

区 6－47 号線予定箇所 

③区 4－1 号線   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２8 年度の主な工事は以下のとお

りです。 

① 区８－１号線道路整備及び雨水浸  

透整備 

② 区 9－2 号線道路整備 

これらの工事を行うにあたり、必要に

応じ迂回等が生じる期間があります。迂

回等につきましては、工事看板などで周

知するほか交通誘導員の指示に従ってい

ただきますようご協力をお願いします。  

建物移転等につきましては、道路整備

に関連した移転等を予定していますので、 

関係権利者の方々へ交渉を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双柳南部地区  

区 8-1 号線予定箇所 

２８年度予定箇所図 

 

①区８－１号線    

②区 9－２号線   

区 4－１号線予定箇所 24 街区予定箇所 

区 9-2 号線予定箇所 
２５街区      

区６－２０号線  

区８－１号線  



２ 下水道課からのお知らせ 

平成２８年度の下水道工事についてお知らせします。 

笠縫地区は３か所、双柳南部地区は２か所の工事をそれぞれ予定しています。 

【笠縫地区】 

①第 2 工区  （４月から 7 月） 

②第 3 工区  （９月から 2 月） 

③舗装復旧工事その１  （9 月から 11 月） 

【双柳南部地区】 

①第 1 工区  （11 月から２月） 

②第 14 工区 （9 月から 2 月） 

工事期間中は、ご迷惑をお掛けしますが皆さまのご協力をお願いします。なお、工

事期間は予定であり、状況によって変動する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ先：下水道課整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通） 

 

笠縫地区予定箇所図 
双柳南部地区予定箇所図 

②第３工区   

φ200 ㎜   

100.0ｍ   

① 第 2 工区  

φ200 ㎜    

70.0ｍ      

③舗装復旧工事その１   

舗装復旧 400.0 ㎡      

① 第 1 工区  

φ200 ㎜   

20.0ｍ    

②第 14 工区     

φ400 ㎜ 110.0ｍ  

φ200 ㎜ 110.0ｍ    



保留地（宅地）の販売について 

区画整理課からのお願い 

編集発行  飯能市区画整理課 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

３ 双柳南部地区事業意向調査 

 【アンケートのお願い】 

双柳南部地区は、事業認可から約２３年が経過し、区画整理事業の計画を定めた当時

とは社会経済情勢が大きく変化し、地価の下落や税収の落ち込み、移転建物が多いこと

などにより、区画整理事業が長期化する状況になりつつあります。 

このようなことから、効果的な事業展開と皆さまの負担軽減に配慮しながら、生活基

盤の向上に役立つものにしていくため、皆さまの意向をお聞きすることを目的にアンケ

ートを実施させていただきますので、ご協力をお願いします。 

★アンケートの対象 双柳南部地区に土地を所有または借地している権利者の方 

★アンケートの方法 同封のアンケート調査表による（該当権利者に同封しています。） 

 

４ 区画整理課からのお知らせ 

 

 

平成２８年度における保留地（宅地）販売の抽選日程をお知らせします。 

○受付期間  平成 2８年 8 月３日(水)～8 月 1２日(金) 

8 時 30 分～１７時 15 分（期間中は、土・日・祝日も受け付けます。） 

○抽せん日時 平成 2８年 8 月１９日（金）10 時 00 分から 

○受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

○案内書、申込書及びパンフレットは、７月１日（金）から土地区画整理事務所、市役

所１階案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。また、詳細については

広報はんのう 7 月 1 日号及び市のホームページでもお知らせする予定です。 

 

 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業の施行地区内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀やフ

ェンス等の工作物を設置しようとする場合は、土地区画整理法第７６条に基づく許可申

請が必要になります。 

○迷惑駐車について 

 道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、

トラブルの原因となりますので、一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちに

しましょう。 

○公園広場利用のマナーについて 

 公園予定地の数箇所を開放し、ご利用いただいていますが、犬の放し飼いやボール等

が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆さま

が利用する公共の場となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。 
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飯能市土地区画整理事業ニュース     

       

 

◆平成２８年度の主な工事予定    ◆下水道課からのお知らせ      

◆区画整理課からのお知らせ      

 

              

平成２8 年度の主な工事は以下のとおりです。 

【岩沢北部地区】 

① （都）双柳岩沢線道路整備工事 

② 163 街区造成及び区 6-105 号線ほ

か道路築造工事 

③ 区 4-124 号線ほか道路築造工事 

④ 市道 1-1829 号線道路擁壁設置工事 

【岩沢南部地区】 

⑤ 区 4-20 号線ほか道路築造工事 

⑥ 市道 1-18 号線舗装打換工事 

これらの工事を行うにあたり、必要に応

じ迂回等が生じる期間があります。迂回等

につきましては、工事看板などで周知する

ほか交通誘導員の指示に従っていただき

ますようご協力をお願いします。また、今

年度の事業として埋蔵文化財調査、建物移

転などを実施します。建物移転等につきま

しては、道路整備に関連した移転等を予定

していますので、関係権利者の方々へ交渉

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成２８年度の主な工事予定 

平成 28 年 6 月 21 日号 

岩沢北部・南部地区 
★☆★ 合併号 ★☆★ 

① （都）双柳岩沢線 ②163 街区 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③区 4-124 号線 

④市道 1-1829 号線 
⑤ 区 4-20 号線 

⑥ 市道 1-18 号線 

⑤区 4-20 号線 

③区 4-124 号線 



 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

平成２８年度における保留地（宅地）販売の抽せん日程をお知らせします。 

○受付期間  平成 2８年 8 月３日(水)～8 月 1２日(金) 

8 時 30 分～１７時 15 分（期間中は、土・日・祝日も受け付けます。） 

○抽せん日時 平成 2８年 8 月１９日（金）10 時 00 分から 

○受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

○案内書、申込書及びパンフレットは、７月１日（金）から土地区画整理事務所、市役所１階

案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。また、詳細については広報はんのう 7

月 1 日号及び市のホームページでもお知らせする予定です。 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に区画整理課にご相談くださ

い。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具

体化する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

○土地の売買について  

  土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは

可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。 

  仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所

有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地設計の内容（仮換

地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、

換地設計の内容等についてご不明な場合は区画整理課までお問い合わせください。 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

○電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われます。電柱の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となり、電気・電話等

は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱の移設については関

係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

    

◆ 区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 
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問合せ先  飯能市区画整理課 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

保留地販売（先着順）のお知らせ 

 
 

   

～～双双柳柳南南部部土土地地区区画画整整理理事事業業  

ままちちづづくくりりアアンンケケーートト結結果果ににつついいてて～～  
 

アンケート調査につきましては、ご多忙のところ皆さまのご理解とご協力の下、多くの

ご回答をいただき感謝申し上げます。 

アンケートでは、これからのまちづくりに対する多くの貴重なご意見をいただきました。 

つきましては、アンケート結果がまとまりましたので、皆さまにお知らせいたします。 

なお、本号では紙面の都合上、主なご意見を概要にとりまとめ掲載させていただきます

のでご了承願います。 

また、アンケート結果につきましては、市ホームページ及び区画整理課、双柳地区行政

センターの窓口でもご覧いただけますので、そちらもご利用ください。 

 

【アンケート調査の概要について】 

 ☆調査対象者  双柳南部地区に土地を所有又は借地している権利者 

☆調査期間   平成 28 年 6 月 7 日（火）～6 月 21 日（火） 

 ☆回収状況  

 

 

 

 ☆回答状況   別紙概要版をご覧ください。 

 

【説明会について】 

 市では、これからのまちづくりに関して検討を進めて行きたいと考えています。 

 このようなことから、これまでの経緯と今後の進め方などについて、権利者の皆さまを

対象に説明会の開催を予定しています。 

 ※権利者の皆さまには、開催日時等について、改めてご通知によりご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 件数 回収率 

調査対象数 1,105  ― 

回収数 665 60.1% 

平 成 ２ ８ 年 1 2 月 号 

双 柳 南 部 地 区 

★ ☆ 特 別 号 ☆ ★ 
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区画整理課からのお願い 

 

市では、保留地を販売（先着順）しています。土地をお探しの方がいらっしゃいました

ら、ご相談ください。 

なお、ニュースのお知らせ前に申込みがあった場合はご容赦ください。 

また、市ホームページで詳細を掲載していますので、そちらもご利用ください。 

 

 

 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業の施行地区内において、建築行為（開発行為等）や、ブロック塀やフ

ェンス等の工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条に基づく許可申

請が必要となります。 

この申請により、宅地の造成高や歩道計画のある道路の出入口の位置等が、道路計画や

造成計画と整合するかをチェックする内容を含むため、事前確認を必ず行っていただきま

すようご協力をお願いします。 

 

○迷惑駐車について 

 土地区画整理事業の施行地区内において、道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられま

す。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因

となります。 

また、邪魔にならないと思っていても周辺へ迷惑をかけていたりすることもあり、トラ

ブルになる可能性があります。 

 一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

 

○公園広場利用のマナーについて 

 現在、双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用いただいているとこ

ろですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられ

ます。 

公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用

をお願いします。 

 

○保留地を購入された方へお願い 

売買契約者（権利者）の住所の変更があった場合、相続により名義を変更する場合、付

保留地で仮換地と一体で売買し名義を変更する場合は、区画整理課へ届出をお願いします。 

 

 

 

 

 



１．土地の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．現在の満足度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.7 %

5.4 %

52.2 %

17.0 %

所有（借地）している土地は、

区画整理後の状況になっている

所有（借地）している土地の一部は、

区画整理後の状況になっている

所有（借地）している土地は、

区画整理後の状況になっていない

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

問１－⑥土地の状況について(n=665)

6.8 %

3.6 %

1.2 %

9.2 %

3.3 %

2.0 %

1.8 %

4.8 %

13.7 %

6.8 %

15.6 %

0.8 %

9.6 %

4.2 %

2.0 %

5.6 %

3.6 %

4.4 %

3.8 %

6.3 %

15.0 %

15.2 %

20.0 %

0.5 %

35.2 %

26.5 %

33.7 %

26.0 %

20.3 %

34.3 %

46.9 %

36.1 %

45.3 %

36.5 %

42.9 %

6.0 %

15.5 %

23.6 %

17.6 %

14.3 %

24.5 %

24.4 %

17.4 %

20.6 %

7.7 %

15.5 %

5.4 %

1.1 %

22.0 %

31.7 %

29.3 %

33.8 %

37.1 %

22.9 %

17.7 %

20.5 %

6.9 %

14.1 %

4.8 %

3.9 %

11.0 %

10.4 %

16.2 %

11.1 %

11.1 %

12.2 %

12.3 %

11.7 %

11.4 %

11.9 %

11.3 %

87.8 %

①幹線道路の整備

②生活道路の整備

③公園の整備

④下水道（汚水）の整備

⑤雨水の整備

⑥通学路など歩行者

に対する安全性

⑦風水害や地震、火災など

に対する防災性

⑧緊急車両（消防・救急車）

進入の安心度

⑨地区行政センターの

利便性

⑩公共交通（バス）の

利便性

⑪買い物などの利便性

⑫その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問２（１）現在の満足度(n=665)

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

概 要 版 
単純集計 



３．事業の進捗状況に関して感じていることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．双柳南部地区のこれからについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6 %
0.9 %

15.9 %

16.8 %

61.8 %

3.9 %

問３双柳南部地区の事業の進捗状況に関して感じていることについて(n=665)

早い やや早い 普通 やや遅い 遅い 無回答

32.5 %

58.0 %

4.5 % 5.0 %

問４－①双柳南部地区のこれからについて(n=665)

時間がかかっても計画どおり事業を進めた方が良い。

今の計画を見直し、長期化を解消した方が良い。

その他

無回答



５．土地の所有又は借地エリアによる今後の事業の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．土地の状況別による双柳南部地区のこれからについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.5 %

46.8 %

44.4 %

25.6 %

58.0 %

46.2 %

52.8 %

67.1 %

4.5 %

4.7 %

2.8 %

4.3 %

5.0 %

2.3 %

0.0 %

2.9 %

全体

(n=665)

所有（借地）している

土地は、区画整理後の

状況になっている

(n=171)

所有（借地）している

土地の一部は区画整理後

の状況になっている

(n=36)

所有（借地）している

土地は、区画整理後の

状況になっていない

(n=347)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問１－⑥土地の状況について×問４－①双柳南部地区のこれからについて

時間がかかっても計画どおり事業を進めた方が良い。

今の計画を見直し、長期化を解消した方が良い。

その他

無回答

時間がかかっても計画どおり事業を進めた方が良い。

今の計画を見直し、長期化を解消した方が良い。

その他

無回答

25.9 %

64.7 %

5.9 %

3.5 %
地区外(n=85)

25.9 %

64.7 %

5.9 %

3.5 %
地区外(n=85)

25.9 %

64.7 %

5.9 %

3.5 %
地区外(n=85)

43.4 %

50.3 %

2.1 %
4.2 %

エリア１(n=143)

33.7 %

60.5 %

3.5 %
2.3 %

エリア６(n=86)

34.9 %

59.3 %

3.5 %

2.3 %
エリア２(n=86)

34.3 %

60.8 %

3.9 %

1.0 %
エリア３(n=102)27.5 %

60.8 %

5.0 %

6.7 %
エリア４(n=120)

21.2 %

64.6 %

8.8 %

5.3 %
エリア５(n=113)

クロス集計 



７．事業の進捗状況別による双柳南部地区のこれからについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．自由意見（抜粋） 

① 人口減少や市税の減収、インフラのメンテナンス費の増大など諸事情を勘案し、岩

沢地区と同じようであれば事業そのものを見直した方が良いのではないか。 

② ムーミンテーマパークのオープン予定にともない、阿須小久保線が今まで以上に重

要になってきます。早期開通に向け、阿須小久保線にかかる建物の集団移転や、下水

道早期布設に向け、区画整理の見直しを考える時期に来ていると思う。 

③ 区画整理事業の大変な遅れが、地主に多大な迷惑を及ぼしている事を踏まえ、早期

に土地利用ができるようになることを望みます。 

④ 現在の計画は、バブル期の計画であり、建物移転が少ない計画に見直すべきだと考

えます。 

⑤ 区画整理事業は計画通り進めるべき。そのための方策を徹底的に検討するべき。 

⑥ スタートしたとき 100 年以上かかる事業だと思っていました。現在の進行状況は当

然だと思います。見方を変えれば目の前に 100 年の事業が有る事は、やりがいの有る

大きな事業かと思います。 

⑦ 社会経済情勢の変化を理由に区画整理事業の見直しをお考えの様ですが、区画整理

事業に着手した時点でどの程度重要なものとして扱ったのか、今一度考え直して見る

べきではないか。 

⑧ 社会情勢は変化するのは当然です。区画整理事業に着手されたウェートの高さに立

ち戻って真摯に判断願います。 

32.5%

60.0%

57.5%

28.1%

58.0%

10.0%

26.4%

67.1%

4.5%

20.0%

9.4%

2.7%

5.0%

10.0%

6.6%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体

(n=665)

早 い

やや早い

(n=10)

普 通

(n=106)

遅い

やや遅い

(n=523)

問３ 事業の進捗状況に関して感じていることについて×問４－① 双柳南部地区のこれからについて

時間がかかっても計画通り

事業を進めた方が良い

計画を見直し、長期化

を解消した方が良い

その他 無回答

３ 



飯能市土地区画整理事業ニュース  

       

 

１ 平成２８年度の事業状況      ３ 下水道課からのお知らせ      

２ トピックス・見守り活動隊について ４ 区画整理課からのお知らせ 

    

              

★主な工事は、以下のとおりです。 

【岩沢北部地区】 

① （都）双柳岩沢線道路整備工事 

② 163 街区造成及び区 6-105 号線ほ

か道路築造工事 

③ 区 4-124 号線ほか道路築造工事 

④ 市道 1-1829 号線道路擁壁設置工事 

【岩沢南部地区】 

⑤ 区 4-20 号線ほか道路築造工事 

⑥ 市道 1-18 号線舗装打換工事 

⑦ 区 6-28 号線道路築造工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成２８年度の事業状況 

① （都）双柳岩沢線実施状況 

③区 4-124 号線実施状況 ②163 街区実施状況 

 １ 

平成 2９年３月 1 日号 

岩沢北部・南部地区 
★☆★ 合併号 ★☆★ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩沢六道見守り活動隊が、毎日小学生の登下校時に見守り活動を行っています。また、月

に 2 回、区域内の防犯防災のため夜間パトロールを行なっています。 

見守り活動・パトロール活動を通じて、子ども達や隊員同士の交流が深まるとともに、地

域への関心が強まるなど、積極的な活動に取り組んでいます。岩沢六道見守り活動隊の皆さ

ん、これからも地域皆さまの安心・安全を守るため、これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④市道 1-1829 号線実施状況 

⑥ 市道 1-18 号線実施状況 

⑤区 4-20 号線実施状況 

２ トピックス 見守り活動隊について （岩沢六道） 

 

⑦ 区 6-28 号線実施状況 

 ２ 



 

 

 

 

都市計画道路双柳岩沢線の道路整備に伴い、区画道路の一部区間（下図参照）において、   

一方通行規制が解除され、対面通行となります。 

 

【対面通行の開始予定日】 平成２９年３月２１日（火） 

 

六道

加治橋

文

文

〒

一方通行解除

一方通行解除

東飯能駅

飯能駅

元加治駅

変電所

土地区画整理

事務所

ＪＡ

加治東地区

行政ｾﾝﾀｰ

加治地区

行政ｾﾝﾀｰ

加治小

加治東小

双柳岩沢線整備区間

 
 

 

 

 

 

 

 

 

交差点から北を望む          交差点から北を望む

４ 区画整理からのお知らせ【別紙】 

◆ 一 方 通 行 の 解 除 に つ い て 

 

 ５ 



 

 

平成２８年度岩沢地区下水道工事の進捗状況についてお知らせします。（工事箇所図参照） 

⑭
平成２８年　６月下旬 平成２８年１２月下旬 完了⑬

平成２８年　６月下旬 平成２９年　２月下旬 下水道工事完了　水道管移設工事あり

⑫

平成２８年１２月上旬

⑩

備　　　　　考

（予定）

完了　舗装工事

（予定）

⑨
平成２８年１０月下旬

平成２９年　３月下旬 （予定）夜間工事

平成２８年　８月下旬
平成２８年１２月上旬

平成２８年　４月下旬 完了　舗装工事

⑪

平成２８年１２月下旬

平成２８年　８月下旬

完了

平成２８年　７月下旬 平成２９年　３月下旬 （予定）

⑧

完了

平成２９年　２月下旬

平成２８年　８月上旬

完了

完了

工事箇所図

②
③
④
⑤

平成２８年　６月下旬

平成２９年　３月下旬
平成２９年　２月下旬

完了

完了

平成２８年　６月下旬

平成２９年　１月下旬平成２８年　８月上旬
平成２９年　１月下旬

平成２９年　３月下旬

⑥
⑦

工　事　着　手

平成２８年１０月下旬 平成２９年　１月下旬

工　事　完　了

① 平成２８年　６月下旬 平成２８年　９月下旬

 

工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 箇 所 図

工事箇所⑥

岩 沢 北 部 地 区

岩 沢 南 部 地 区

工事箇所①

工事箇所①

工事箇所⑧

工事箇所⑤

工事箇所⑨

工事箇所⑫

工事箇所⑩

工事箇所④

工事箇所②

工事箇所⑦

工事箇所⑭

工事箇所⑪

工事箇所⑬

工事箇所③

３ 下水道課からのお知らせ 

 

 ３ 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

○保留地（宅地）販売情報 

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内及び岩沢北部土地区画整理事業地内の保留地

（宅地）を先着順にて随時販売しております。 

平成２８年度では、２か所の保留地（宅地）を販売いたしました。土地をお探しの方がい

らっしゃいましたら、区画整理課までお気軽にお問い合わせください。 

ご希望に応じ、現地案内にも即時対応致します。 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化

する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

○土地の売買について  

  土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは

可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。 

  仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所

有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地設計の内容（仮換

地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、

換地設計の内容等についてご不明な場合は区画整理課までお問い合わせください。 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

○電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われます。電柱の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となり、電気・電話等

は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱の移設については関

係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

    

４ 区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 

 

 ４ 

mailto:kukaku@city.hanno.lg.jp


 
 

  ～～笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区のの  

今今年年度度のの事事業業進進捗捗状状況況ななどどににつついいてて  ～～  
  

１ 平成 28 年度の事業状況     ２ 下水道課からのお知らせ 

３ 双柳南部地区地元説明会の開催  ４ 区画整理課からのお知らせ 

 

１ 平成２８年度の事業状況 

 

 

 

★主な工事は、以下のとおりです。 

①（都）双柳岩沢線道路整備工事 

 （３月下旬工事完了予定） 

②区 6－47 号線道路整備工事 （工事完了） 

③区 4－1 号線道路整備及び宅地造成工事 

 （工事完了） 

④24 街区宅地造成工事 （工事完了） 

【進捗状況】（平成２９年２月末時点） 

・仮換地指定率      ９7．2％ 

 ・使用収益開始率     ６3．3％  

 ・建物移転済戸数      ７4８戸  

・建物移転率       ８7．９％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年 ３月 １日号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

笠 縫 地 区  

①（都）双柳岩沢線実施状況 

平成２８年度工事箇所図 

①（都）双柳岩沢線   

②区６-47号線  

④24 街区   

②区 6－47 号線実施状況 

③区 4－1 号線   

 １ 



 

 

 

 

 

★主な工事は、以下のとおりです。 

①区 8-1 号線道路整備工事 

 （３月中旬工事完了予定） 

②区 9－2 号線道路整備及び雨水浸透整   

 備工事 （工事完了） 

【進捗状況】（平成２９年 2 月末時点） 

・仮換地指定率   ６2．8％ 

・使用収益開始率  ３7．9％ 

・建物移転済戸数   １32 戸 

・建物移転率    １9．4％  

 

 

 

 

 

双柳南部地区  

①区 8-1 号線実施状況 

平成２８年度工事箇所図 

 

①区８－１号線    

②区 9－２号線   

③区 4－１号線実施状況 ④24 街区実施状況 

②区 9-2 号線実施状況 
２５街区      

区６－２０号線  

区８－１号線  

 ２ 



 

 

 

都市計画道路双柳岩沢線の道路整備に伴い、区画道路の一部区間（下図参照）におい

て、一方通行規制が解除され、対面通行となります。 

 

【対面通行の開始予定日】 平成２９年３月２１日（火） 

 

六道

加治橋

文

文

〒

一方通行解除

一方通行解除

東飯能駅

飯能駅

元加治駅

変電所

土地区画整理

事務所

ＪＡ

加治東地区

行政ｾﾝﾀｰ

加治地区

行政ｾﾝﾀｰ

加治小

加治東小

双柳岩沢線整備区間

 
 

 

 

交差点から北を望む       交差点から北を望む 

◆ 一 方 通 行 の 解 除 に つ い て 

 

 ５ 



２ 下水道課からのお知らせ 

 

  平成２８年度笠縫・双柳南部地区の下水道工事進捗状況についてお知らせします。 

工事箇所図 工　事　着　手 工　事　完　了 備　　　　　考

① 平成２８年　４月下旬 平成２８年　７月下旬 完了

② 平成２８年１０月下旬 平成２９年　１月下旬 完了

③ 平成２９年　１月下旬 平成２９年　３月下旬 (予定）舗装工事

④ 平成２８年　８月上旬 平成２９年　１月下旬 完了

⑤ 平成２８年１０月下旬 平成２９年　１月下旬 完了

⑥ 平成２８年１２月上旬 平成２９年　３月下旬 (予定）  

工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事箇所①
工事箇所②

工事箇所③

双柳南部土地区画整理事業区域笠縫土地区画整理事業区域

工事箇所④

工事箇所⑥

工事箇所⑤

 ３ 



 

 

（１）地元説明会について 

これまで区画整理事業を進めてきましたが、事業開始から２４年が経過し、事業

自体が長期化する状況になりつつあります。 

昨年６月には権利者を対象に、事業の進捗状況や今後の進め方などに関し、率直

なご意見を伺うことを目的にアンケート調査を実施したところです。 

このようなことから、事業経過やアンケート調査結果などを説明し、皆様からは、

これからのまちづくりへのご意見などをお聞きする機会として説明会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個別相談会について 

 地元説明会に出席できなかった方や、個別案件を相談したい方などを対象に個別

相談会を行います。 

 

 

 

 

      

 

 

 

４ 区画整理課からのお知らせ 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業地内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀などの工作物

を設置する場合には、土地区画整理法第７６条に基づく許可申請が必要になります。 

○迷惑駐車について 

 道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、

トラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

○公園広場利用のマナーについて 

 公園予定地の一部を開放し、ご利用いただいていますが、犬の放し飼いやボール等が、

隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、皆様が利用する

公共の場となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。 

  

①３月１０日（金）１９：００～（１８：３０～受付） 

②３月１１日（土）１０：００～（ ９：３０～受付） 

③３月１２日（日）１０：００～（ ９：３０～受付） 

会 場 双柳地区行政センター 集会室 

※各回とも同様の内容ですので、都合のよろしい回にお越しください。 

※関係権利者の方へは、直接通知しています。 

 

３月２４日（金）～ 3 月２７日（月）までの４日間 

各 日 ９：００～１７：００まで 

会 場 双柳地区行政センター 第 2 会議室 

事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。 

※相談時間はおおむね、1 組 1 時間程度を予定しています。 

※相談の状況によりお待ちいただく場合がございます。 

 

 ４ 

３３  双双柳柳南南部部地地区区地地元元説説明明会会のの開開催催  

 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

○保留地（宅地）販売情報  

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内及び岩沢北部土地区画整理事業地内

の保留地（宅地）を先着順にて随時販売しております。 

平成２８年度では、２か所の保留地（宅地）を販売いたしました。土地をお探しの

方がいらっしゃいましたら、区画整理課までお気軽にお問い合わせください。 

ご希望に応じ、現地案内にも即時対応いたします。 

【保留地（宅地）及び価格】 

地 区 街 区 画地 地積（㎡） 単 価 総 価 格（円） 備考 

笠 縫 102 9 254.54 59,300 円/㎡ 15,094,222 売却済み 

笠 縫 120 1 100.18 77,200 円/㎡ 7,733,896  

笠 縫 56 2 100.44 54,900 円/㎡ 5,514,156  

笠 縫 56 16 118.99 72,400 円/㎡ 8,614,876  

笠 縫 108-2 1 182.36 71,600 円/㎡ 13,056,976  

笠 縫 125 9 117.70 76,300 円/㎡ 8,980,510  

笠 縫 136 19 110.40 74,700 円/㎡ 8,246,880  

笠 縫 140 2 224.49 67,600 円/㎡ 15,175,524  

笠 縫 68 30 139.00 68,500 円/㎡ 9,521,500  

笠 縫 118 1 230.98 65,700 円/㎡ 15,175,386  

笠 縫 112 5 137.76 64,500 円/㎡ 8,885,520  

笠 縫 122 11 100.88 65,300 円/㎡ 6,587,464  

笠 縫 132 15 90.01 75,500 円/㎡ 6,795,755  

双柳南部 ２5 ６ 135.53 75,700 円/㎡ 10,259,621 売却済み 

岩沢北部 21 1 120.87 82,000 円/㎡ 9,911,340  

岩沢北部 131-1 7 126.03 78,800 円/㎡ 9,931,164  

 

 

 

  

 ６ 
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  ～～笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区のの  

今今年年度度のの事事業業予予定定ななどどににつついいてて  ～～  
  

１ 平成 29 年度の主な工事予定    ２ 下水道課からのお知らせ 

３ 双柳南部地区地元説明会等について ４ 区画整理課からのお知らせ 

 

 

１ 平成２9 年度の主な工事予定 

 

 

 

 平成２９年度の主な工事は以下のとおりです。 

① （都）双柳岩沢線道路整備（工事予定：９月～２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２9 年 7 月号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

笠 縫 地 区  

① （都）双柳岩沢線 ② （都）双柳岩沢線 



② （都）川寺岩沢線道路整備（工事予定：９月～２月）

 

 

双柳岩沢線は国道２９９号市役所入口交差点より、笠縫・岩沢地区を横断し、阿須小

久保線へと続く、市街地の交通ネットワークの要として重要な路線となっています。昨

年度は、岩沢白鬚神社北側の阿須小久保線との交差点から西へ７４０ｍ整備が完了しま

した。 

今年度は引き続き、工事完了箇所から西へ２８０ｍ整備を予定し、関連する建物移転

や電気通信施設の移設等を優先的に進め、早期の開通を目指して進めていきます。 

 川寺岩沢線は加治小学校交差点より、笠縫・岩沢地区を横断し、阿須小久保線へと

続く路線です。 

 

 

 

 

 

 

① （都）川寺岩沢線 ② （都）川寺岩沢線 



 

 

 

平成２9 年度の主な工事は以下のとおりです。 

①区 9－１号線道路整備（工事予定：９月～２月） 

 

 

これらの工事を行うにあたり、必要に応

じ迂回等が生じる期間があります。迂回等

につきましては、工事看板などで周知する

ほか交通誘導員の指示に従っていただきま

すようご協力をお願いします。 

  

 

 

 

双柳南部地区  

① 区９-１号線     ② 区９-１号線 



工事箇所⑥

工事箇所⑦

工事箇所⑤

２ 下水道課からのお知らせ 

笠縫及び双柳南部地区の公共下水道汚水管工事についてお知らせします。 

 

工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ先：下水道課整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通） 

① 第 2 工区  

φ200 ㎜    

70.0ｍ      

③舗装復旧工事その１   

舗装復旧 400.0 ㎡      

工事箇所③

工事箇所①

工事箇所②

工事箇所④

笠縫土地区画整理事業区域    双柳南部土地区画整理事業区域   



３ 双柳南部地区地元説明会等について 

平成２９年３月１０日から３日間、地元説明会等を開催し、これまでの事業経過や

今後望まれるまちづくりの方向性などについて説明しました。 

【地元説明会出席状況】 

①開催日：平成 29 年 3 月 10 日、11 日、12 日 

②対象権利者件数：1,113 件  ③出席権利者件数：301 件 

【個別相談会相談状況】 

  ①開催日：平成 29 年 3 月 24 日、25 日、26 日、27 日 ②相談件数：95 件 

 【説明会での主な質疑応答】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まちづくりアンケート調査結果概要】 

アンケート調査結果の概要（速報値）をお知らせします。 

集計並びに記述いただきましたご意見を取りまとめしだい、皆さまにお知らせさ

せていただきます。 

     調査期間：平成 29 年 3 月 10 日（金）から 31 日（金）まで 

回収状況        

     

 

 件 数 回収率 

調査対象数 1,113   ― 

回収数 635 57.1% 

 

 

○双柳南部地区の事業進捗が他地区と比べ

遅れているように感じますが。 

１事業の進捗が遅いことについて（５件） ○事業規模や各地区の整備状況によって異な

りますが、限られた予算の中で、優先度な

どを考慮し、効果的に事業が進められるよ

う努めています。 

 

 

○見直しの変更案はいつ示されますか。ま

た、変更案を見てみないと判断できない

こともあります。 

２見直しの変更案について（４件） ○アンケート結果を考慮して、次回の説明会

では、区域設定案や道路・公園などの見直

しの変更案をお示ししながら、皆さまとの

合意形成を図りたいと考えています。 

 

 

○見直した場合には、どのくらいの期間で

完了を見込んでいますか。 

３見直した場合の事業完了について（４件） 
○現況道路を生かしながら、建物移転を減ら

すことで、事業費の縮減や期間の短縮を図

り、概ね 20 年間での整備完了を目標にし

ていきたいと考えています。 

 

 

○阿須小久保線が完成すると便利になりま

すが、開通はいつ頃になりますか。 

４阿須小久保線の整備について（３件） ○阿須小久保線は、市域を南北に結ぶ重要幹

線道路であり、早期の完成が急務な課題で

あると認識しています。見直しのなかで整

備スケジュールを検討していきたいと考

えています。 



保留地（宅地）の販売について 

区画整理課からのお願い 

編集発行 飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

４ 区画整理課からのお知らせ 

 

 

保留地（宅地）販売の抽せん日程をお知らせします。 

○受付期間  平成 2９年７月２４日(月)～8 月２日(水) 

8 時 30 分～１７時 15 分（期間中は、土・日も受け付けます。） 

○抽せん日時 平成 2９年 8 月１０日（木）10 時 00 分～ 

○受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

○案内書、申込書及びパンフレットは、６月１９日（月）から土地区画整理事務所、市

役所１階案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。また、詳細について

は広報はんのう 7 月 1 日号及び市のホームページでもお知らせする予定です。 

 

 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェ

ンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が

必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に

区画整理課にご相談ください。 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)があ

りましたら必要書類を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

○迷惑駐車について 

  道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほ

か、トラブルの原因となります。ルールを守り、住みよいまちにしましょう。 

○公園広場利用のマナーについて 

  公園予定地の数箇所を開放し、ご利用いただいていますが、犬の放し飼いやボール

等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆

さまが利用する公共の場となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。 

  

 

 

これからのまちづくりに関して感じたこと？ 回答数 回答割合

1　長期化等を解消するために、早急に今の計画を見直す必要性を感じた。 289 45.5%
2　状況を判断すると、計画を見直すこともやむを得ないと感じた。 222 35.0%

3　やはり時間がかかっても計画どおり進めるべきだと感じた。 32 5.0% 継続 5.0%
4　その他 21 3.3%

無回答（無記入） 71 11.2%

合　　計 635 100%

回　答　状　況　（調査対象件数　1,113件中）

見直し

無回答ほか

80.5%

14.5%
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飯能市土地区画整理事業ニュース  

       

 

 

◆平成２９年度の主な工事予定    ◆下水道課からのお知らせ      

◆区画整理課からのお知らせ      

 

              

 

平成２９年度の工事は以下のとおり

です。  

【岩沢北部地区】 

① 区 6-101 号線道路築造 

② 20 街区ほか造成及び区 6-54 号

線ほか道路築造 

③ 206 街区造成及び区４-115 号

線道路築造 

④ 301 街区ほか造成及び区４

-119 号線道路築造 

⑤ 205 街区造成及び区 4.2-2 号線

道路築造 

⑥ 市道１-1829 号線道路築造 

⑦ 市道１-2597 号線道路整備 

【岩沢南部地区】 

⑧ 阿須小久保線工事用道路築造 

⑨ 区４-5 号線道路築造 

⑩ 区４-22 号線道路築造 

⑪ Ｂ3 街区造成及び区４-23 号線

道路築造 

⑫ 85 街区ほか造成及び区 6-20 号

線ほか道路築造 

 

その他、今年度の事業として埋蔵文化財調査、建物移転などを実施します。建物移転等につ

きましては、道路整備に関連した移転等を予定していますので、関係権利者の方々へ交渉を行

います。 

   

◆平成２９年度の主な工事予定 

平成２9 年 7 月号     

岩沢北部・南部地区    

★☆★ 合併号 ★☆★ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（工事予定：8 月～12 月）        （工事予定：9 月～2 月） 

当該道路は、西武池袋線元加治駅へ接続する準幹線道路として整備を進めています。 

地域間を結ぶ生活道路で、比較的交通量が多いことから、これらの工事を行うにあた 

り、必要に応じ迂回等が生じる期間があります。迂回等につきましては、工事看板な 

どで周知するほか交通誘導員の指示に従っていただきますようご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

⑥市道 1-1829 号線 ⑦市道 1-2597 号線 

-2597 号線 

 ⑩ 区 4-22 号線 

下記の 2 路線は工事期間中、特に通行に注意が必要な道路になります 

下記の 3 路線は、工事完了後通行が可能となります 

 ⑫  区 6-20 号線 

 ⑪ 区 4-23 号線 
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平成２9 年度における保留地（宅地）販売の抽せん日程をお知らせします。 

○受付期間  平成 2９年７月２４日(月)～8 月２日(水) 

8 時 30 分～１７時 15 分（期間中は、土・日も受け付けます。） 

○抽せん日時 平成 2９年 8 月１０日（木）10 時 00 分～ 

○受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

○案内書、申込書及びパンフレットは、６月１９日（月）から土地区画整理事務所、市役所１

階案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。また、詳細については広報はんの

う 7 月号及び市のホームページをご覧ください。 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に区画整理課にご相談くださ

い。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具

体化する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

○土地の売買について  

  土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは

可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。 

  仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所

有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地設計の内容（仮換

地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、

換地設計の内容等についてご不明な場合は区画整理課までお問い合わせください。 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

○電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱等の移設も

同時に行われます。電柱等の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となり、電気・電

話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱等の移設につい

ては関係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

    

◆ 区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 
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双双柳柳南南部部地地区区  

ままちちづづくくりりアアンンケケーートト結結果果ににつついいてて  
 

アンケート調査につきましては、ご多忙のところ皆さまのご理解とご協力をいただき、

感謝申し上げます。 

アンケートでは、これからのまちづくりに対する多くの貴重なご意見をいただきました。 

つきましては、アンケート結果がまとまりましたので、皆さまにお知らせいたします。 

なお、本号では紙面の都合上、主なご意見を概要にとりまとめ掲載させていただきまし

たのでご了承願います。 

また、アンケート結果につきましては、市ホームページ及び区画整理課、双柳地区行政

センターの窓口でもご覧いただけますので、そちらもご利用ください。 

 

【アンケート調査の概要について】 

 ☆調査対象者  双柳南部地区に土地を所有または借地している権利者 

☆調査期間   平成２９年３月１０日（金）～３月３１日（金） 

 ☆回収状況  

 

 

 

 ☆回答状況   別紙概要版をご覧ください。 

 

【説明会（第 2 回）の開催について】 

 市では、これまでの説明会やアンケート調査でいただいたご意見などを踏まえ、これか

らのまちづくりに関し検討を進めてきました。 

 ついては、本地区が抱えている事業課題の改善・解消に向けた、事業計画見直し（案）

の概要などについて、権利者の皆さまを対象に説明会の開催を予定しています。 

 ※権利者の皆さまには、直接ご通知によりご案内いたします。 

              開催日：①平成２９年１０月１３日（金）19:00～ 

                  ②平成２９年１０月１４日（土）10:00～ 

                  ③平成２９年１０月１４日（土）14:00～ 

                  ④平成２９年１０月 1５日（日）10:00～ 

              会 場：双柳地区行政センター集会室 

              ※各回とも同様の内容を予定しています。 

               なお、事前予約は不要です。直接会場へお越しください。 

 件数 回収率 

調査対象数 １,１１３   ― 

回収数 ６３５ ５７.１% 

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 号 

双 柳 南 部 地 区 

★ ☆ 特 別 号 ☆ ★ 



 

 

 

 

１ 事業の進捗状況に関して感じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 双柳南部地区のこれからについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 版 
 



 

 

 

 

※アンケート用紙記載の自由意見を集計。  

※複数にわたる意見は、それぞれの項目毎で１つとして集計（重複して集計）。  

※自由意見の書き込み（２７０件）の内、主なものをまとめています。  

※自由意見の内容を分類しているため、回答件数２７０件とは合致しません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査自由意見のまとめ 

●事業が長期化した原因は、計画自体に問題があったのではないですか。 

●社会情勢が大きく変化している時代、計画を見直し早期の解決を望みます。 

●事業完了７０年後を見通すことは、誰にもできません。現実性のある計画に見直し、

事業が完了することを強く望みます。 

●今後の方針、見直し計画（案）の概要は、いつどのように示されますか。 

１ 土地区画整理事業について ８４件 

○事業開始当初とは、社会経済情勢が大きく変化する中で、計画した建物移転戸数

が多いことや玉突き移転による複雑な工程などにより、整備等に要する期間が長

期にわたっています。このような状態を真摯に受け止め、皆さまの負担軽減に配

慮しながら、実現可能な計画に変更し、この問題を早期に改善・解消していくこ

とが必要であると考えています。 

○今後開催を予定している説明会において、計画変更（案）の概要や今後の予定な

どをお示しする予定です。 

 市の考え 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●土地の有効活用を図ることで、人口の増加にもつながると思います。 

●相続しても自由になる土地ではなく、畑をするのも大変である。土地活用ができる

ようにして欲しいです。 

●建物の老朽化が著しいため、早急に建替えができるようにして欲しいです。 

●空き家を所有しているが建替えができないことから、処分もできないです。土地活

用をしたいので、建築規制を緩和して欲しいです。 

 

 

３ 個人による土地・建物の課題について ５０件 

○事業が長期化していくことは、自由な土地利用、建替え等がこれからも規制により

制限され、この状態は解消しなければなりません。市といたしましても、規制が長

期にわたることは、権利者皆さまの負担や地域の経済活動にも大きな影響を与えま

す。このことから、負担の減少、地域の活性化のためにも早急な事業の見直しが必

要であると考えています。 

 市の考え 

●生活環境の改善には下水道の整備や雨水の整備などを最優先にやるべきです。 

●生活道路は、緊急時や防災上の改善に関することを優先に見直すべきです。 

●阿須小久保線が国道２９９号まで早く整備されることを望みます。 

●区画道路が長い間側溝等整備がされていない。砂利のままでは水たまりができ、

歩行の安全が保たれないので、優先的に整備するべきです。 

●児童・生徒の安全を守るため通学路を早く整備して欲しいです。 

●地域に誰にでも楽しめる、交流の場としての公園整備を望みます。 

 

２ 公共施設整備について １２６件 

○これらの問題を解決していくことが、この地区の喫緊の課題であると認識してい

ます。そのため事業の見直しを図り、幹線道路をはじめ、生活道路の整備改善を

下水道や雨水整備等と合わせ、計画的に進めていくことが必要であると考えます。 

○地区行政センター北側周辺では、一部の区画道路で未整備な箇所がありますが、

事業の見直しとは別に道路整備は継続する考えです。 

○児童・生徒の安全確保のため、通学路の安全対策は市として推進していきます。 

○事業見直し後においては、計画的な公園整備を図りたいと考えています。 

 市の考え 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区画整理の規制により、思うように土地利用ができないにも関わらず、税金だけは

納めなければならない状態を改善して欲しいです。 

●双柳南部地区の予算が他の地区に比べ少ないと思います。 

●事業費を削減し、身の丈にあった実現可能な計画に見直すべきです。 

●清算はどのように行われるのでしょうか。 

 

 

５ 税金・事業資金について ２１件 

○事業の長期化に伴い、土地利用等における規制が皆さまに負担を与えている状況

は大きな課題として認識しています。このような状況を事業見直しの中で、改善

していくことが課題解決のために必要なことであると考えています。 

○事業規模や進捗の度合いによって異なりますが、整備における優先度なども考慮

しながら各地区の事業を進めています。 

○清算金とは、宅地の整理前と整理後の位置や形状等を評価し、その差異が生じた

場合、金銭により徴収、交付を行い宅地間での公平を図ります。 

 清算金が決まるのは、事業が完了し換地処分が行われた翌日で、その時点での権

利者が対象になります。なお、清算金事務は、規則に基づき行われます。 

 

 

 市の考え 

●事業の長期化が人口減少の原因であると思います。 

●具体的な見直し計画図等を示して欲しいです。 

●これからの整備工程を説明して欲しいです。 

●市の体力に合致した現実的な取組に期待します。 

●生まれ育った大切な「ふるさと」を、生き生きとしたライフスタイルを楽しめる様

にしてください。 

 

 

４ 市の政策・まちづくりについて ５０件 

○事業の長期化が招く弊害に人口減少があることは重要な課題として受け止めてい

ます。建築等規制による皆さまへの負担、さらには人口減少による地域コミュニテ

ィの衰退、これらを改善していくことが急務な課題であると考えています。 

○次回説明会では、整備計画図や整備工程などをお示しする予定です。 

○将来を見据え、実現可能な計画に変えていくことが最も重要であると考えます。 

○地域コミュニティを持続していくことも市の役割であると考えています。 

 市の考え 



区画整理課からのお願い 

保留地販売（先着順）のお知らせ 

問合せ先  飯能市区画整理課 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 

市では、保留地を販売（先着順）しています。土地をお探しの方がいらっしゃいました

ら、ご相談ください。 

なお、ニュースのお知らせ前に申込みがあった場合はご容赦ください。 

また、市ホームページで詳細を掲載していますので、そちらもご利用ください。 

 

 

 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業の施行地区内において、建築行為（開発行為等）や、ブロック塀やフ

ェンス等の工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条に基づく許可申

請が必要となります。 

この申請により、宅地の造成高や歩道計画のある道路の出入口の位置等が、道路計画や

造成計画と整合するかをチェックする内容を含むため、事前確認を必ず行っていただきま

すようご協力をお願いします。 

 

○迷惑駐車について 

 土地区画整理事業の施行地区内において、道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられま

す。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因

となります。 

また、邪魔にならないと思っていても周辺へ迷惑をかけていたりすることもあり、トラ

ブルになる可能性があります。 

 一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

 

○公園広場利用のマナーについて 

 現在、双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用いただいているとこ

ろですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられ

ます。 

公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用

をお願いします。 

 

○保留地を購入された方へお願い 

売買契約者（権利者）の住所の変更があった場合、相続により名義を変更する場合、付

保留地で仮換地と一体で売買し名義を変更する場合は、区画整理課へ届出をお願いします。 

 

 

 

 

mailto:kukaku@city.hanno.lg.jp


 

笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区  審審議議会会委委員員選選挙挙特特集集  

 
 

 

 

平平成成３３００年年１１月月３３００日日号号  
 
 
 

 

 

 

土土地地区区画画整整理理事事業業でではは換換地地計計画画やや仮仮換換地地指指定定ななどどのの審審議議をを行行ううたためめ、、ままたた地地域域のの方方のの

ごご意意見見をを事事業業にに反反映映ささせせるるたためめのの機機関関ととししてて、、事事業業ごごととにに土土地地区区画画整整理理審審議議会会をを設設置置しし

てていいまますす。。  

笠笠縫縫地地区区のの審審議議会会委委員員ににつついいててはは本本年年 66 月月 55 日日ををももっってて、、双双柳柳南南部部地地区区ににつついいててはは

55 月月 99 日日ををももっってて 55 年年間間のの任任期期がが満満了了すするるここととかからら、、改改選選にに伴伴うう選選挙挙をを実実施施ししまますす。。      

今今回回ののニニュューーススでではは、、選選挙挙のの手手続続きき及及びび日日程程ににつついいてて特特集集ししてておお知知ららせせししまますす。。  

 

★ 選 挙 期 日 ★  

笠 縫 地 区   平成３０年４月２２日（日） 

双柳南部地区   平成３０年４月１５日（日） 
  

  

■審議会委員の構成及び選挙する委員数について 
 

土土地地区区画画整整理理審審議議会会はは、、土土地地のの所所有有者者及及びび借借地地権権者者かからら選選出出さされれるる「「権権利利者者委委員員」」とと、、  

土土地地区区画画整整理理事事業業にに関関すするる学学識識及及びび経経験験をを有有すするる方方のの中中かからら市市長長がが選選任任すするる「「学学識識経経験験

者者委委員員」」でで構構成成さされれまますす。。  

  笠笠縫縫地地区区ににつついいててはは権権利利者者委委員員 1122 名名、、学学識識経経験験者者委委員員 33 名名のの計計 1155 名名、、双双柳柳南南部部地地

区区ににつついいててはは権権利利者者委委員員 88 名名、、学学識識経経験験者者委委員員 22 名名のの計計 1100 名名がが飯飯能能市市のの条条例例（（施施行行

規規程程））にによよりり定定数数ととししてて定定めめらられれてていいまますす。。  

  今今回回選選挙挙すするる委委員員数数はは、、権権利利者者委委員員のの定定数数ででああるる笠笠縫縫地地区区 1122 名名（（ううちち所所有有権権委委員員  

1111 名名、、借借地地権権委委員員 11 名名））、、双双柳柳南南部部地地区区 88 名名（（ううちち所所有有権権委委員員 77 名名、、借借地地権権委委員員 11 名名））

でですす。。学学識識経経験験者者委委員員ににつついいててはは、、土土地地区区画画整整理理法法にによよりり市市長長がが選選任任すするるこことととと定定めめらら

れれてておおりりまますすののでで、、選選挙挙のの対対象象ととははななりりまませせんん。。    



■選挙人の資格（選挙権及び被選挙権）及び立候補届け出期間について 

● 所有権又は借地権のある人 ● 
 

  所所有有権権又又はは借借地地権権ををおお持持ちちのの方方はは、、各各１１個個のの選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを有有ししまますす。。所所有有権権

とと借借地地権権がが共共ににああるる人人はは、、所所有有すするる権権利利にに対対ししそそれれぞぞれれ１１個個のの選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを有有

すするるここととににななりりまますすがが、、ここのの場場合合ににはは両両方方のの権権利利をを兼兼ねねてて候候補補者者ととななるるここととははででききまませせ

んん。。ななおお、、登登記記簿簿上上のの土土地地所所有有者者がが既既にに死死亡亡ししてていいるるににももかかかかわわららずず、、相相続続登登記記がが済済んん

ででいいなないい場場合合はは、、原原則則ととししてて選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを行行使使すするるここととははででききまませせんん。。ままたた、、

未未成成年年者者、、成成年年被被後後見見人人又又はは被被保保佐佐人人、、禁禁固固以以上上のの刑刑にに処処さされれそそのの執執行行をを終終わわるるままでで、、

ままたたははそそのの執執行行をを受受けけるるここととががななくくななるるままででのの人人ににつついいててはは、、被被選選挙挙人人ととななるるここととははでで

ききまませせんん。。  

未未登登記記のの借借地地権権をを有有すするる方方はは、、借借地地権権のの申申告告をを行行ううここととにによよりり選選挙挙人人のの資資格格をを得得るるここ

ととががででききまますすがが、、すすででにに借借地地権権申申告告をを提提出出ししてていいたただだいいてていいるる方方でで申申告告のの内内容容にに変変更更がが

なないい場場合合はは、、ああららたためめてて提提出出ししてていいたただだくく必必要要ははあありりまませせんん。。  

ななおお、、２２月月６６日日かからら３３月月１１９９日日ままでではは借借地地権権申申告告のの受受付付がが停停止止さされれまますす。。  

  ● 共有者又は共同借地権のある人 ● 

  土土地地のの共共有有者者又又はは共共同同借借地地権権者者のの場場合合、、選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権はは共共有有者者のの方方々々のの代代表表者者

がが行行使使すするるここととににななりりまますす。。  

  ここののたためめ、、選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを得得るるたためめににはは、、共共有有者者のの中中かからら代代表表者者をを選選出出しし、、代代

表表者者選選任任通通知知書書（（所所定定のの用用紙紙あありり））をを区区画画整整理理課課へへ提提出出ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。

代代表表者者選選任任通通知知書書のの提提出出にによよりり代代表表者者ととししてて定定めめらられれたた方方がが、、選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを有有

すするるここととににななりりまますす。。ななおお、、被被選選挙挙権権をを行行使使すするるたためめににはは、、立立候候補補のの届届出出期期間間内内にに代代表表

者者選選任任通通知知書書及及びび立立候候補補届届出出書書のの提提出出がが必必要要でですす。。  

 

 

 

土土地地のの共共有有者者及及びび共共同同借借地地権権ののああるる方方ににつついいててはは、、代代表表者者選選任任通通知知書書をを提提出出ししなないいとと  

選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを行行使使すするるここととががででききまませせんん。。ここのの通通知知書書はは選選挙挙期期日日ままでで提提出出すするる  

ここととががででききまますすがが、、関関係係者者のの実実印印のの押押印印とと印印鑑鑑登登録録証証明明書書をを添添付付ししてていいたただだくくここととにになな  

りりまますすののでで、、早早目目ののごご準準備備ををおお願願いいいいたたししまますす。。  用用紙紙はは区区画画整整理理課課にに用用意意ししててあありりまますす  

ののでで必必要要なな方方ははおお申申しし出出くくだだささいい。。  

      すすででにに提提出出ししてていいたただだいいてていいるる方方でで代代表表者者にに変変更更ががなないい場場合合ににはは、、改改めめてて提提出出いいたただだくく  

  必必要要ははあありりまませせんん。。  

 

 

代表者選任通知書の提出について 



● 法人 ● 

  候候補補者者ととななるる場場合合はは、、立立候候補補届届ののほほかかにに法法人人のの印印鑑鑑登登録録証証明明書書ややそそのの法法人人のの代代表表者者でで

ああるるここととをを証証明明すするる資資格格証証明明書書ななどどをを提提出出ししてていいたただだききまますす。。  

  選選挙挙権権はは、、そそのの法法人人のの指指定定すするる方方がが有有ししまますすがが、、投投票票時時ににそそのの権権限限をを証証すするる書書面面をを提提

出出ししてていいたただだくくここととににななりりまますす。。  

 

★ 立 候 補 届 出 期 間 ★ 

平成３０年３月２０日（火） ～ ３月２９日（木） 
 

■審議会委員選挙に関する公告について 
選選挙挙にに伴伴うう各各種種のの公公告告はは、、市市役役所所前前のの掲掲示示場場及及びび飯飯能能市市区区画画整整理理課課（（飯飯能能市市土土地地区区画画

整整理理事事務務所所））にに掲掲示示ししてて行行いいまますす。。  

  

■審議会委員選挙の日程(予定)について 

事事      項項  期期日日・・期期間間  事事務務のの概概要要  

選挙期日の公告 １１月月１１７７日日  選選挙挙をを行行うう旨旨のの公公告告ををししままししたた。。  

選挙人名簿 

縦覧期間 

(異議の申出期間) 

２２月月１１５５日日  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２２月月２２８８日日  

ここのの期期間間、、選選挙挙人人名名簿簿のの縦縦覧覧をを行行いいまますす。。  

■■場場所所：：飯飯能能市市区区画画整整理理課課  

（（飯飯能能市市土土地地区区画画整整理理事事務務所所内内））  

■■時時間間：：午午前前８８時時３３００分分～～午午後後５５時時１１５５分分  

    （（土土曜曜日日・・日日曜曜日日もも行行いいまますす））  

  名名簿簿ににはは、、22 月月 66 日日（（選選挙挙人人名名簿簿作作成成基基

準準日日））現現在在のの土土地地所所有有者者及及びび借借地地権権者者がが記記

載載さされれまますす。。  

  名名簿簿にに記記載載さされれたた土土地地のの所所有有者者及及びび借借地地

権権者者のの方方だだけけがが、、選選挙挙権権者者及及びび被被選選挙挙権権者者

ににななるるここととががででききまますす。。  

  選選挙挙人人名名簿簿にに記記載載漏漏れれやや誤誤りりががああるる場場合合

のの権権利利者者のの異異議議申申出出はは、、ここのの縦縦覧覧期期間間中中にに

受受けけ付付けけまますす。。  

選挙人名簿確定の

公告 

選挙する権利者別

委員の定数の公告 

３３月月１１９９日日  

  ここのの日日にに選選挙挙人人名名簿簿確確定定のの公公告告ををししまま

すす。。ままたた、、土土地地のの所所有有権権者者及及びび借借地地権権者者のの

方方かからら選選挙挙すするる委委員員のの数数もも公公告告ししまますす。。  



立候補届出期間 

３３月月２２００日日  

  

  

  

  

  

  

  

３３月月２２９９日日  

  委委員員にに立立候候補補さされれるる方方はは、、ここのの期期間間内内にに

飯飯能能市市長長宛宛ててにに立立候候補補のの届届出出ををししててくくだだささ

いい。。ままたた、、候候補補者者をを推推薦薦さされれるる方方はは、、候候補補

者者のの承承諾諾書書をを付付けけてて届届出出ししててくくだだささいい。。  

■■届届出出場場所所：：飯飯能能市市区区画画整整理理課課  

（（飯飯能能市市土土地地区区画画整整理理事事務務所所内内））  

■■時時    間間：：午午前前８８時時３３００分分～～午午後後５５時時１１５５分分  

    （（土土曜曜日日・・日日曜曜日日・・祝祝日日もも行行いいまますす））  

立候補者の公告 

又は 

投票を行わない旨の

公告 

３３月月３３００日日  

  候候補補者者のの氏氏名名、、住住所所をを公公告告ししまますす。。  

  ままたた、、候候補補者者がが定定数数にに満満たたなないい場場合合又又はは

定定数数とと同同じじ場場合合ににはは投投票票をを行行いいまませせんんのの

でで、、そそのの旨旨をを公公告告ししまますす。。  

選挙場、投票時間、

開票日時の公告 
４４月月４４日日  

  選選挙挙場場（（投投票票場場））、、投投票票時時間間、、開開票票のの日日時時

をを公公告告ししまますす。。  

選挙執行通知書 

（入場券）の送付 
４４月月４４日日  

  選選挙挙権権をを有有すするる方方にに選選挙挙執執行行通通知知書書（（入入

場場券券））をを送送付付ししまますす。。  

選挙日 

（投票、開票） 

笠笠縫縫地地区区  双柳南部地区   選選挙挙場場（（投投票票場場））、、投投票票時時間間等等はは入入場場券券にに

てておお知知ららせせいいたたししまますす。。  

  ままたた、、投投票票終終了了後後、、開開票票をを行行いいまますす。。  
４４月月２２２２日日  ４４月月１１５５日日  

当選人の決定の公告、

通知 
４４月月２２３３日日  ４４月月１１６６日日  

  当当選選人人のの氏氏名名、、住住所所をを公公告告しし、、当当選選人人にに  

当当選選人人決決定定通通知知をを送送付付ししまますす。。  

 

■その他 区画整理課からのお知らせ 

○○建建築築行行為為（（開開発発行行為為等等））をを行行うう際際ははごご注注意意願願いいまますす    

土土地地区区画画整整理理事事業業のの施施行行地地区区内内ににおおいいてて建建築築行行為為（（開開発発行行為為））ややブブロロッックク塀塀ややフフェェンンスス

等等、、工工作作物物のの設設置置ををししよよううととすするる場場合合はは、、土土地地区区画画整整理理法法第第７７６６条条にに基基づづくく許許可可申申請請がが必必

要要ととななりりまますす。。  

○○権権利利変変動動のの届届出出ののおお願願いい    

土土地地区区画画整整理理地地区区内内のの土土地地のの権権利利にに関関しし変変動動（（所所有有権権移移転転、、住住所所変変更更等等））ががあありりままししたた    

    らら必必要要書書類類（（登登記記事事項項証証明明書書等等））をを添添付付のの上上、、区区画画整整理理課課ままでで届届出出ををおお願願いいししまますす。。  

編編集集発発行行  飯飯能能市市区区画画整整理理課課  

（（飯飯能能市市土土地地区区画画整整理理事事務務所所内内））  

住住    所所  飯飯能能市市大大字字笠笠縫縫 111122--11  

電電    話話  004422--997733--88668822  

ＥＥメメーールル  kkuukkaakkuu@@cciittyy..hhaannnnoo..llgg..jjpp  
 



 

飯 能 市 土 地 区 画 整 理 事 業 ニ ュ ー ス  

       

 

１ 平成２９年度の事業状況     2 下水道課からのお知らせ 

３  区画整理課からのお知らせ 

 

    

              
 
 

★主な工事は、以下のとおりです。 

【岩沢北部地区】 

① 区 6-101 号線道路築造工事 

② 20 街区ほか造成及び区 6-55 号線 

ほか道路整備工事 

③ 区 4-115 号線道路築造工事 

④ 区 4-119 号線道路築造工事 

⑤ 405 街区造成ほか工事 

⑥ 市道 1-1829 号線道路築造工事 

⑦ 市道 1-2597 号線道路整備工事 

【岩沢南部地区】 

⑧ 阿須小久保線道路築造工事 

⑨ 阿須小久保線工事用道路築造工事 

⑩ 区 4-5 号線道路築造工事 

⑪ 区 4-22 号線ほか道路築造工事 

⑫ 85 街区ほか造成及び区 6-20 号線 

ほか道路築造工事 

 

 

○阿須小久保線の整備について 

阿須小久保線は、市街地東部を南北に縦貫する道路として最重要、最優先され

る幹線道路に位置付けられています。 

今後は、地域の発展と利便性の向上のため、西武池袋線を越える跨線橋を含む

市道１－７号線から双柳岩沢線までの区間の早期開通に向けた整備を進めてまい

ります。 

１ 平成２９年度の事業状況 

平成 30 年 3 月号 

岩沢北部・南部地区    

★☆★ 合併号 ★☆★ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 20 街区実施状況 

③ 区 4-115 号線実施状況 ④ 区 4-119 号線実施状況 

① 区 6-101 号線実施状況 

⑥ 市道 1-1829 号線実施状況 ⑤ 405 街区実施状況 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 市道 1-2597 号線実施状況 ⑧  阿須小久保線実施状況 

⑨ 阿須小久保線工事用道路実施状況 ⑩  区 4-5 号線実施状況 

⑪   区 4-22 号線実施状況 ⑫  区 6-20 号線実施状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  



 

 

○保留地（宅地）を販売中です 

   飯能市が施行する飯能都市計画事業笠縫土地区画整理事業、岩沢北部土地区画整理事業の 

  保留地（宅地）を販売しています。今年度は笠縫地区１２区画、岩沢北部地区２区画を販売

中です。案内書、パンフレットは土地区画整理事務所で配布しています。飯能市ホームペー

ジにも詳細を掲載していますのでご覧ください。 

 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。 

 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化

する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

 

○土地の売買について  

  土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは

可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。 

  仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所

有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地設計の内容（仮換

地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、

3 区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 

   



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

換地設計の内容等についてご不明な場合は区画整理課までお問い合わせください。 

 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

 

○電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱等の移設も

同時に行われます。電柱等の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となり、電気・電

話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱等の移設につい

ては関係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

    

  

 

 

mailto:kukaku@city.hanno.lg.jp


 
 

  ～笠縫地区・双柳南部地区の 

今年度の事業進捗状況などについて ～ 
  

１ 平成 29 年度の事業状況      ２ 下水道課からのお知らせ 

３ 双柳南部地区地元説明会等の報告  ４ 区画整理課からのお知らせ 

 

１ 平成２9 年度の事業状況 

 

 

 

【進捗状況】（平成 30 年２月末時点） 

・仮換地指定率      ９7．2％ 

 ・使用収益開始率     ６4．2％  

 ・建物移転済戸数      ７６４戸  

・建物移転率       ８9．8％ 

 

平成２９年度の主な工事の整備状況は以下のとおりです。 

① （都）双柳岩沢線道路整備工事（3 月下旬完了予定） 

平成 30 年 ３月号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

笠 縫 地 区  



 

 

 

② （都）川寺岩沢線道路整備工事 （３月下旬完了予定） 

 

 

 
① （都）川寺岩沢線実施状況 ②（都）川寺岩沢線実施状況 

① （都）双柳岩沢線実施状況 ②（都）双柳岩沢線実施状況   



 

 

 

 

【進捗状況】（平成 30 年 2 月末時点） 

・仮換地指定率   ６2．9％ 

・使用収益開始率  ３8．3％ 

・建物移転済戸数   １５５戸 

・建物移転率    22．8％  

 

平成２９年度の主な工事の整備状況は以下のとおりです。 

① 区 9-1 号線道路整備工事（3 月下旬完了予定） 

 

 

 

双柳南部地区  

① 区 9-1 号線実施状況 ②区 9-1 号線実施状況 
２５街区      

区６－２０号線  

区８－１号線  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22    下下水水道道課課かかららののおお知知ららせせ  

 



                                  

 

（１）地元説明会等の報告 

地元説明会等を開催し、①整備計画図（案）の変更点、②地区計画（素案）の概

要、③今後の予定などについて説明を行いました。 

【地元説明会（第 3 回）】 

開催日：平成３０年２月 1６日（金）、1７日（土）、1８日（日） 

対象権利者件数：1,1２１件  出席権利者件数：２０５件 

【個別相談会】 

開催日：平成３０年２月１９日（月）、2０日（火） 相談件数：３２件 

 【地元説明会での主な質疑応答】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個別相談会について 

 地元説明会に出席できなかった方や、個別案件を相談したい方などを対象に個別

相談会を以下の日程で行います。 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月１６日（金）～ 3 月１９日（月）までの４日間 

各 日 ９：００～１７：００まで 

会 場 双柳地区行政センター 第 2 会議室 

事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。 

※相談の状況によりお待ちいただく場合がございます。 

※土地区画整理事務所でも相談をお受けしています。 

 

  

３３  双双柳柳南南部部地地区区地地元元説説明明会会等等のの報報告告  

 

 

○建付地で４ｍが確保できていないところ 

がありますが、現状のままなのですか。 

○消防活動困難区域は解消されますか。 

公共施設整備に関すること（７件） ○４ｍ未満の道路がありますが、幅員を確保

しながら、整備を進めたいと考えています。 

○地区内に消防活動困難区域がないよう、道 

路を配置しています。 

地区計画に関すること（３件） ○ミニ開発等による敷地の細分化を防止し、

建築物の安全上、さらには防災上の観点か

ら良好な居住環境へ誘導することで、将来

においても健全な居住環境の維持・保全を

図ろうとするものです。 

 

○事業見直しにより、減歩率も変わってく 

ると思いますが、どうなるのでしょうか。 

減歩に関すること（１件） ○負担軽減は事業見直しの目標の１つです。 

 今は見直しを進めている段階であり、お示

しできませんが、負担の軽減が実現できる

よう努めてまいります。 

 

 

○最低敷地面積を 120 ㎡に設定するとい

うことですが、どのようなものですか。 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

      

 

○保留地（宅地）を販売中です 

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内及び岩沢北部土地区画整理事業地内の

保留地（宅地）を販売しています。今年度は笠縫地区１２区画、岩沢北部地区２区画を

販売中です。案内書、パンフレットは土地区画整理事務所で配布しています。飯能市ホ

ームページにも詳細を掲載していますのでご覧ください。 

土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、区画整理課までお気軽にお問い合わせく

ださい。ご希望に応じ、現地案内にも対応いたします。 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業地内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀などの工作物

を設置する場合には、土地区画整理法第７６条に基づく許可申請が必要になります。 

○迷惑駐車について 

 道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、

トラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

○公園広場利用のマナーについて 

 公園予定地の一部を開放し、ご利用いただいていますが、犬の放し飼いやボール等が、

隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、皆様が利用する

公共の場となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。 

○権利変動の届出のお願い 

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）が

ありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願

いします。   

○双柳南部地区地元説明会の動画を公開します 

2 月 18 日に開催した双柳南部地区地元説明会の動画を飯能市ホームページに近

日中に公開します。 

 

 

  

４４  区区画画整整理理課課かかららののおお知知ららせせ  
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  ～～笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区のの  

今今年年度度のの事事業業予予定定ななどどににつついいてて  ～～  
  

１ 平成 30 年度の主な工事予定    2 市道通行止めのお知らせ  
３ 下水道課からのお知らせ      4 区画整理課からのお知らせ 

 

    

 

 

◇笠 縫 地 区 

 平成 30 年度の主な工事は以下のとおりです。 

① ２６街区造成（工事予定：7 月～２月） 

② 区 9－2 号線（工事予定：9 月～２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 6 月号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

１ 平成 30 年度の主な工事予定 

① ２６街区造成 ② 区 9-2 号線 



③ （都）川寺岩沢線道路整備（工事予定：９月～２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①は、都市計画道路双柳岩沢線整備関連で、宅地造成工事、建物移転や

電気通信施設の移設等を優先的に進め、早期の開通を目指しています。 

本工事に伴い、市道の一部が通行止め（廃止）になる場所がありますの

でご注意ください。（「2 市道通行止めのお知らせ」をご参照ください。） 

②区 9－2 号線は、都市計画道路双柳岩沢線に接続する９ｍ道路で、多

くの方が利用する道路となっており、期間中は迂回等が生じることがあり

ますので、工事看板などで周知するほか交通誘導員の指示に従っていただ

きますようご協力をお願いします。 

③は、都市計画道路川寺岩沢線は加治小学校交差点から、笠縫・岩沢地

区を経由し、元加治駅南口駅前通り線に接続し元加治駅へと続く路線です。

昨年度の工事完了箇所から引き続き、西へ 160ｍ整備を予定し、笠縫地区

内の整備を進めています。 

  

③ （都）川寺岩沢線 ④ （都）川寺岩沢線 



◇双柳南部地区 

平成 30 年度の主な工事は以下のとおりです。 

①区 6－１4 号線道路整備（工事予定：10 月～２月） 

 

 

 

 

期間中は振動・騒音等が生じること

がありますが、地域住民に配慮した工

事を進めますのでご理解をお願いい

たします。また、迂回等が生じた場合

には、工事看板などで周知するほか交

通誘導員の指示に従っていただきま

すようご協力をお願いいたします。

① 区 6-14 号線     ② 区 6-１4 号線 

     ③ 区 6-14 号線 



 

下図のとおり、国道 299 号から東京電力変電所北側区間までの双柳岩

沢線整備により、市道の一部について通行止め（廃止）を実施します。 

 工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いい

たします。 

     市道通行止め開始：平成 30 年 6 月下旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ

整備及び廃止・通行止め箇所図 

Ｎ

ＪＲ八高線

国道299号

通行止め

双柳岩沢線

六 道市役所入口
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店
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迂回路図 

2  市道通行止めのお知らせ 
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■保留地（宅地）の販売について 

 

保留地（宅地）抽せん販売を次のとおり実施します。 

・受付期間  平成３０年７月２３日(月)～8 月 1 日(水) (土・日も受け付けます。) 

・受付時間  8 時 30 分～１７時 15 分 

・抽せん日時 平成３０年 8 月１０日（金）10 時 00 分～ 

・受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

・案内書、申込書及びパンフレットは、６月１8 日（月）から土地区画整理事務所、

市役所１階案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。 

広報はんのう 7 月 1 日号及び市のホームページもご覧ください。 

 

 

■建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェ

ンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が

必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に

区画整理課にご相談ください。 

 

■権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)があ

りましたら必要書類を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

 

■迷惑駐車について 

  道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほ

か、トラブルの原因となります。ルールを守り、住みよいまちにしましょう。 

 

■公園広場利用のマナーについて 

  公園予定地の数箇所を開放し、ご利用いただいていますが、犬の放し飼いやボール

等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆

さまが利用する公共の場となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。 

  

 

 

４ 区画整理課からのお知らせ 
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双柳南部土地区画整理事業の見直しに関連した都市計画の変更案を作成するにあ

たり、住民の皆様からご意見をいただくため、都市計画変更の原案の縦覧及び公聴

会を行います。 

【変更の対象となる都市計画】 

 飯能都市計画双柳南部土地区画整理事業の変更 

 飯能都市計画道路の変更 

 飯能都市計画地区計画の変更 

【都市計画変更の原案の縦覧】 

○期間 平成３０年７月３日（火）から７月１７日（火）まで 

※土、日、祝日を除く 

○時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ○場所 まちづくり推進課（飯能市役所本庁舎２階） 

     区画整理課（土地区画整理事務所） 

 

【公述（公聴会で意見を述べること）の申し出】 

 ○対象者  飯能市に住所を有する個人及び法人（「飯能都市計画地区計画の変 

更原案」については利害関係人を含む） 

 ○提出方法 平成３０年７月１８日（水）から７月２４日（火）までの土、日を 

除く午前８時３０分から午後５時１５分までの間、まちづくり推進 

課又は区画整理課に置いてある公述申出書に必要事項等を記入の上 

、持参又は郵送（必着） 

【公聴会】 

○日時 平成３０年８月５日（日）午前１０時から 

○場所 双柳地区行政センター 集会室 

 ※公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。 

 ※公述人一人あたりの公述時間は、おおむね１０分以内となります。 

 ※公述の申し出がない場合は、公聴会は中止になります。 

 ※傍聴を希望する場合は、７月２７日（金）以降にまちづくり推進課にお問い 

合わせください。 

 

 【お問い合わせ先】 

  まちづくり推進課  TEL：042-973-2268 FAX：042-97４-6770 

E-mail：toshi@city.hanno.lg.jp 

  区 画 整 理 課  TEL：042-973-8682 FAX：042-972-1242 

            E-mail：kukaku@city.hanno.lg.jp 

双柳南部土地区画整理事業の見直しに関連した 

都市計画変更の原案の縦覧及び公聴会について 



飯能市土地区画整理事業ニュース  

       

 

 

１ 平成３０年度の主な工事予定   ２ 市道通行止めのお知らせ   

３ 下水道課からのお知らせ      ４ 区画整理課からのお知らせ      

 

              

 

平成 30 年度の工事は以下の

とおりです。  

【岩沢北部地区】 

① 阿須小久保線（跨線橋）下

部工 

② 区 6-104 号線道路築造 

③ 区 6-108 号線道路築造 

 

【岩沢南部地区】 

④ 阿須小久保線跨線橋下部工 

⑤ B10 街区ほか造成 

⑥ 区 5-25 号線道路築造 

⑦ 区6-28号線ほか道路整備 

⑧ 95 街区造成ほか 

 

阿須小久保線は、市街地東部を

南北に縦貫する道路として最重

要、最優先される幹線道路に位置

付けられています。今年度、阿須

小久保線（跨線橋）下部工の工事

に着手します。それに伴い、工事

車両が多く通行することになり

ます。工事等につきましては、工

事看板などで周知するほか交通

誘導員の指示に従っていただきますようご協力をお願いします。その他、今年度の事業として

埋蔵文化財調査、建物移転などを実施します。建物移転等につきましては、道路整備に関連し

た移転等を予定しています。 

１ 平成３０年度の主な工事予定 

平成 30 年６月号 

岩沢北部・南部地区 

★☆★ 合併号 ★☆★ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①    写  真 ②   写  真 

 

-2597 号線 

 ③   写  真 

工事期間中は工事車両が通行します。 

  ⑤   写  真 

  ④   写  真 

  ⑥   写  真 



 

 

 

下図のとおり、国道 299 号から東京電力変電所北側区間までの双柳岩沢線整備により、市

道の一部について通行止め（廃止）を実施します。 

工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

     市道通行止め開始：平成 30 年 6 月下旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ

整備及び廃止・通行止め箇所図 
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２ 市道通行止めのお知らせ 
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■保留地（宅地）販売の抽せん販売を実施します 

・受付期間  平成３０年７月２３日(月)～8 月 1 日(水) (土・日も受け付けます。) 

・受付時間  8 時３０分～１７時 15 分 

・抽せん日時 平成３０年 8 月１０日（金）10 時 00 分～ 

・受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所 

 

案内書、申込書及びパンフレットは、６月１8 日（月）から土地区画整理事務所、市役所１

階案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。 

詳細については広報はんのう 7 月１日号及び市のホームページもご覧ください。 

 

■建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に区画整理課にご相談くださ

い。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具

体化する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

 

■土地の売買について  

  土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは

可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。 

４ 区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 

 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

ＦＡⅩ   ０４２-９７２-１２４２ 
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  仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所

有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地設計の内容（仮換

地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、

換地設計の内容等についてご不明な場合は区画整理課までお問い合わせください。 

 

■権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありまし

たら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

 

■電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱等の移設も

同時に行われます。電柱等の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となり、電気・電

話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱等の移設につい

ては関係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

    

■迷惑駐車について 

道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、ト

ラブルの原因となります。ルールを守り、住みよいまちにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kukaku@city.hanno.saitama.jp


①B10 街区造成ほか工事

②区 5-25 号線道路築造工事

③市道 1-1932 号線道路築造工事

④92 街区造成ほか工事

⑤区 4-63 号線ほか道路築造工事

飯能市土地区画整理事業ニュース

１ 平成３０年度の事業状況 2 地元説明会を開催します

３ 下水道課からのお知らせ 4 区画整理課からのお知らせ

【岩沢北部地区】

① 区 6-104 号線ほか道路築造工事

② 区 6-108 号線道路築造ほか工事

【岩沢南部地区】

１ 平成３０年度の事業状況

平成 31 年 3 月号

岩沢北部・岩沢南部地区

★☆★ 合併号 ★☆★

区 6-10８号線実施状況 B10 街区実施状況

http://www.sozai-library.com/sozai/1319


区 5-25 号線実施状況 ９２街区実施状況

区 4-63 号線実施状況

『阿須小久保線（跨線橋）整備予定等に関する地元説明会を開催します。』

日時：平成３１年３月２３日（土）午後６時～（受付：午後５時３０分～）

会場：加治東地区行政センター 集会室

2 地元説明会を開催します



工　事　箇　所　図

工事箇所⑥

岩 沢 北 部 地 区

岩 沢 南 部 地 区

工事箇所⑧

工事箇所⑦

工事箇所④

工事箇所③

工事箇所①

問い合わせ先：下水道課　整備担当　０４２－９７３－３４３３（直通）

工事箇所②

工事箇所⑤

工事箇所⑨

平成３０年度岩沢地区公共下水道汚水管工事についてお知らせします。

皆様のご協力により工事を進めることができました。

工事箇所図 工　事　着　手 工　事　完　了 備　　　　　考

① 平成３０年　７月上旬 平成３０年１１月上旬 完成

② 平成３０年　９月上旬 平成３０年１２月上旬 完成

③ 平成３０年　７月上旬 平成３０年１１月下旬 完成

④ 平成３０年　７月上旬 平成３０年１１月上旬 完成

⑤ 平成３０年　９月下旬 平成３０年１２月下旬 完成

⑥ 平成３０年　７月上旬 平成３０年　９月上旬 完成

⑦ 平成３０年　５月下旬 平成３０年　９月下旬 完成

⑧ 平成３０年　７月下旬 平成３０年１２月下旬 完成

⑨ 平成３１年　２月下旬 調整中 【追加工事】迂回通行（水道工事あり）

3 下 水 道 課 か ら の お 知 ら せ

問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２-９７３－３４３３(直通)



編集発行 飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内）

住 所 飯能市大字笠縫１１２-１

電 話 ０４２-９７３-８６８２

Ｆ Ａ Ⅹ ０４２-９７２-１２４２

E メール kukaku@city.hanno.lg.jp

○保留地（宅地）販売情報

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内の保留地（宅地）11 区画を販売しています。

パンフレットは土地区画整理事務所で配布しています。飯能市ホームページにも詳細を掲載

していますのでご覧ください。

土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご希望に応じ、現地案内にも対応いたします。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います

☆区画整理継続地区☆

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化

する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い

土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。

○迷惑駐車について

道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、ト

ラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。

○電柱等移設へのご協力のお願い

土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われます。電気・電話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないもの

です。電柱の敷地内への移設について、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

4 区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ



 
 

  ～～笠笠縫縫地地区区・・双双柳柳南南部部地地区区のの  

今今年年度度のの事事業業進進捗捗状状況況ななどどににつついいてて  ～～  
  

１ 平成 30 年度の事業状況   ２ 双柳南部地区の事業見直し状況 

３ 下水道課からのお知らせ   ４ 区画整理課からのお知らせ 

 

 

 

 

 

                   

【進捗状況】（平成 31 年２月末時点） 

・仮換地指定率            ９7．8％ 

 ・使用収益開始率     ６4．6％  

 ・建物移転済戸数      ７71 戸  

・建物移転率       90．6％ 

 

主な工事の整備状況は以下のとおりです。 

① 26 街区造成ほか工事 

平成 31 年 ３月 号 

笠縫地区・双柳南部地区 

★☆ 合 併 号 ☆★ 

笠 縫 地 区  

11    平平成成３３００年年度度のの事事業業状状況況  
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①２６街区造成ほか実施状況 ②２６街区造成ほか実施状況 

② 川寺岩沢線実施状況 ① 川寺岩沢線実施状況 

●双柳岩沢線及び国道 299 号が交差する市役所入口交差点の整備を進めています。  

当該交差点は、国道 299 号の南側を拡幅する計画となっており、現在、沿道の

建物移転等を実施しています。なお、双柳岩沢線の岩沢白鬚神社北側から富士見通

り方面への開通については、平成 32（2020）年度末を予定しています。 

②川寺岩沢線道路整備工事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●川寺岩沢線の一部区間の整備が完了しました。来年度も引き続き、加治小学校方面

への整備を進めます。歩道ができることにより、児童・生徒及び歩行者等が安全安心

に通行できるようになります。 

2 



 

 

 

 

【進捗状況】（平成 31 年 2 月末時点） 

・仮換地指定率   ６３．0％ 

・使用収益開始率  ３８．7％ 

・建物移転済戸数  １５６戸 

・建物移転率    ２６．8％ 

 

平成 30 年度の主な工事の整備状況は以下のとおりです。 

① 区 6-14 号線ほか道路整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

双柳南部地区  

① 都）川寺岩沢線実施状況 

①  区 6-14 号線実施状況  ② 区 6-14 号線実施状況 
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２ 双柳南部地区の事業見直し状況 
 

 

 

双柳南部地区の事業見直しの状況についてお知らせします。 

平成 30 年度では、法令に基づき、都市計画変更及び事業計画変更の案の縦覧を実施

し、結果は下記のとおりとなりました。 

 

（１）都市計画変更の原案の縦覧結果について 

 縦覧期間   平成 30 年 7 月 3 日（火）～7 月 17 日（火） 

 縦覧者数   飯能都市計画双柳南部土地区画整理事業の変更（市決定） 

縦覧者 14 名 

        飯能都市計画道路の変更（市決定） 

         縦覧者  0 名 

        飯能地区計画の変更（市決定） 

縦覧者  2 名 

 公述の申し出 なし 

 ※公述の申し出がなかったため、公聴会は中止となりました。 

 

（２）都市計画変更の案の縦覧結果について 

縦覧期間   平成 31 年 1 月 29 日（火）～平成 31 年 2 月 12 日（火） 

縦覧結果   飯能都市計画双柳南部土地区画整理事業の変更（市決定） 

         縦覧者  25 名 

飯能都市計画道路の変更（市決定） 

   縦覧者   1 名 

飯能都市計画地区計画の変更（市決定） 

         縦覧者   4 名 

 意見書の提出 なし 

 

（３）事業計画変更の縦覧結果について 

縦覧期間   平成 31 年 1 月 30 日（水）～平成 31 年 2 月 12 日（火） 

 縦覧結果   飯能都市計画事業双柳南部土地区画整理事業の事業計画変更（県知事認可） 

縦覧者  53 名 

意見書の提出 なし 

 

（４）今後の予定について 

今後については、飯能市都市計画審議会への諮問、答申をいただいたのち、埼玉県知

事に対し、事業計画変更の認可申請を行い、本年夏頃を目途に、それぞれの計画変更の

公告が行えるよう、手続きを進めます。 
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平成３０年度笠縫及び双柳南部地区の公共下水道管工事についてお知らせします。

第1工区

第2工区

第3工区

第4工区

第1工区

第1工区

工事箇所図 工　事　着　手 工　事　完　了 備　　　　　考

① 平成３０年　 ６月上旬 平成３０年　８月下旬 完成

② 平成３０年　 ８月下旬 平成３０年１２月上旬 完成

③ 平成３０年　 ６月上旬 平成３０年１０月上旬 完成

④ 平成３０年　 ８月下旬 平成３０年１１月上旬 完成

⑤ 平成３０年　 ５月下旬 平成３０年１２月下旬 完成

⑥ 平成３０年 １２月上旬 平成３１年１２月下旬 徐行通行及び迂回通行

平成３０年度笠縫及び双柳南部地区の公共下水道管・舗装工事についてお知らせします。

皆様のご協力により汚水管、舗装工事を完成することができました。

 

皆様のご協力により工事を完成することができました。 

 

問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33    下水道課からのお知らせ  
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編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

Ｆ Ａ Ⅹ  ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 

 

○保留地（宅地）を販売中です 

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内の保留地（宅地）11 区画を販売してい

ます。案内書、パンフレットは土地区画整理事務所で配布しています。飯能市ホームペ

ージにも詳細を掲載していますのでご覧ください。 

土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、区画整理課までお気軽にお問い合わせく

ださい。現地案内にも随時対応いたします。 

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います  

土地区画整理事業地内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀などの工作物

を設置する場合には、土地区画整理法第７６条に基づく許可申請が必要になります。 

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談く

ださい。 

○迷惑駐車について 

 道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、

トラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

○公園広場利用のマナーについて 

 公園予定地の一部を開放し、ご利用いただいていますが、犬の放し飼いやボール等が、

隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、皆様が利用する

公共の場となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。 

○権利変動の届出のお願い 

  土地区画整理事業地区内の土地に関し、権利変動（所有権移転、住所変更等）があ

りましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願い

します。   

 

 

 

  

 

４４    区区画画整整理理課課かかららののおお知知ららせせ  
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飯能市土地区画整理事業ニュース 

  

       

 

１ 地元説明会を開催しました ２ 下水道工事に伴う迂回 ３ 区画整理課から 

 

１ 阿須小久保線（跨線橋）整備予定等に関する地元説明会を開催しました 

●説明会開催状況について 

【開催日時】 平成３１年３月２３日（土）午後６時から午後 8 時まで 

【会  場】 加治東地区行政センター 集会室 

   【出席者数】 ７９人 

 

（１）説明会の概要について 

阿須小久保線は市街地東部を南北に縦貫し、都市回廊空間を形成する本市のシンボルプロジ

ェクトに位置付けられた最重要路線です。現在、西武池袋線を越える立体交差部を含む市道1-7

号線（大字笠縫から元加治駅方面へ向かう市道）から双柳岩沢線（岩沢白鬚神社北側を東西に

計画されている都市計画道路）までの区間について、早期開通に向けた整備を進めています。 

阿須小久保線の跨線橋は当初、全線高架橋として計画されていましたが、車両の走行性や近

接する住環境への影響などを考慮し、構造物を低く抑えた補強盛土型式へと変更しました。 

また、阿須小久保線の開通により岩沢白鬚神社前の元加治第 3 号踏切の廃止に伴い、地元か

らも「神社へのアクセスが不便になり代替となるものを設置してほしい。」などの要望もござい

ました。しかし、高さや勾配といった技術的な問題や設置後の利用がどの程度あるのかなど判

断が難しいことから、市では交通量調査も含めた設計業務を行い、移動距離、高低差、安全性、

経済性、施工性等の観点から複数の代替案の作成を行ったところです。 

説明会は、事業見直し後 10 年を経過することから、今まで実施してきた事業の状況や、阿

須小久保線（跨線橋）の整備を平成 33（2021）年度末の開通を予定していること、踏切の

廃止に伴い検討した代替案について説明を行い、皆さまからはご意見をお聞きすることができ

ました。 

 

（２）阿須小久保線（跨線橋）の整備予定について 

 阿須小久保線（跨線橋）については、市道 1-7 号線から双柳岩沢線までの区間を平成 33

（2021）年度末の開通を目標に整備を進めます。 

整備工程は、図 1 の阿須小久保線（跨線橋）の整備計画図（案）のとおりです。 

 

 

平成３１年４月号 

岩沢北部・岩沢南部地区    

★☆★ 合併号 ★☆★ 
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 阿須小久保線の跨線橋部分は西武池袋線の上空を通過することから、施行に関する協定を西

武鉄道（株）と締結し整備を進めます。 

図１ 
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（３）代替案の検討について 

●交通量調査の分析結果について 

交通量調査は、❶飯能新緑ツーデーマーチ開催日、❷通常の平日、❸岩沢白鬚神社秋季例

大祭の条件で歩行者・自転車の交通量、交通ルートの分析を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①岩沢南部－笠縫方面 ②岩沢南部－岩沢白鬚神社周辺 ③岩沢南部－国道 299 号方面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果では、図２のとおり踏切を通過する交通ルートを３つに分類することができ、図３

では、❶の歩行者を除くと❷❸とも歩行者・自転車の利用が一定数であることがわかります。 

①及び③については、阿須小久保線及び双柳岩沢線が整備されることにより交通ルートが確

保されます。また、③については、阿須小久保線本線から岩沢白鬚神社付近への円滑な通行を

確保するためには、代替施設の設置も考えられます。 

 

図２ 

図３ 
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●岩沢白鬚神社南側の地域について 

当初計画では、岩沢白鬚神社の南側は全線高架橋であったことから、図４のとおり歩行者・

自転車は大きく迂回しないと阿須小久保線に乗入れすることができませんでしたが、形式を

変更したことにより、図５のとおり既存の市道からの乗入れすることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  移動距離は最長で約 968ｍになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  移動距離は最長で約 580m となり、約 390m 短縮することができます。 

 

明王寺 

明王寺 

乗入れ部 

乗入れ部 

図４ 

図５ 
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 既存の市道から阿須小久保線へ乗入れるための施設の検討については、図 6 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●岩沢白鬚神社周辺地域について 

 岩沢白鬚神社周辺地域については、図７のとおり神社直近への乗入れを重視しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 

図７ 
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（４）地元説明会での主な質疑応答について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○整備の完成期日は理解したが、工事工

程の具体的な説明が欲しい。 

 

○３案についてお示しいただいたが、地

元の意見も聞いて他の案も検討して

欲しい。 

〇どのような条件で代替施設を検討す

るのかを整理したほうが良い。 

○東京都心では昇降施設としてエレベ

ーターを設置している所もある。 

○自転車及び歩行者の通行だけでなく、

車椅子の方にも配慮して欲しい。 

 

 

○通行止めによる迂回は歩行者が安全

に通行できるよう配慮して欲しい。 

 

○説明会の内容を家族にも説明したい

ので、映写した資料をいただきたい。 

○土地区画整理審議会でも、いろいろな

ことを議論していることを周知して

欲しい。 

 

跨線橋整備についての意見 ○整備工程は図１のとおりです。整備の

進捗状況などについては、適宜説明を

する機会を設けるほか区画整理ニュ

ース等で周知したい。 

 

○お示しした案以外にもご意見があれ

ば検討したい。 

〇地域コミュニティの核として、今後の

神社のあり方や交通量調査の分析結

果などを基に検討を進めたい。 

○費用対効果や安全性また実例等を参

考に検討したい。 

○バリアフリーの観点からも通行等に

配慮したい。 

 

○歩行者・自転車については、通常どお

り通行できます。交通誘導員を配置し安

全に通行できるよう配慮します。また、

現地に仮設道路を設置しますが、可能な

限り迂回をお願いします。 

 

○今後は映写資料の概要をお配りでき

るようにしたい。お問い合わせいただ

ければ交付します。 

○審議会の内容については、区画整理ニ

ュース等で周知したい。 

踏切廃止に伴う代替案ついての意見 

下水道工事ついての意見 

その他の意見 

市の回答 主な意見 
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２ 下水道工事に伴う迂回のお知らせ 

岩沢白鬚神社の南側で下水道工事を実施しています。工事の状況によって一時的に通行止に

なることがあります。現場には仮設道路を設置していますが、事故防止や混雑解消のため可能

な限り、図８のとおり迂回いただきますようお願いします。 

 なお、歩行者・自転車は通行することができますが、通行される場合には、交通誘導員の指

示に従い、安全の確保に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２-９７３－３４３３(直通) 

図８ 
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編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

Ｆ Ａ Ⅹ  ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

３ 区画整理課からのお知らせ 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います 

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化

する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありまし

たら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

○迷惑駐車について 

  道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、ト

ラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

○電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われます。電気・電話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないもの

です。電柱の敷地内への移設について、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

編集後記 

  市では、阿須小久保線の開通は岩沢地区の発展に欠かすことのできない大きなプロジェク

トとして位置付けています。都合により説明会にご出席できなかった方からも広くご意見を

お待ちしておりますので、区画整理課（土地区画整理事務所内）までお願いします。 

  また、本号では資料として図を多用しています。紙面の都合上、鮮明でないところがあり

ますが、ご容赦願います。 
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飯能市土地区画整理事業ニュース 
 

       

 

 

１ 土地区画整理審議会を開催しました ２ 令和元年度の主な工事予定  

３ 下水道課からのお知らせ      ４ 区画整理課からのお知らせ      

    

  平素より、飯能市のまちづくりに対してご理解ご協力を頂き、誠にありがとうございます。 

  岩沢北部及び岩沢南部の取り組み状況についてお知らせいたします。 

 

 

              

■土地区画整理審議会を開催しました 

令和元年 5 月 16 日（木）岩沢北部、岩沢南部土地区画整理審議会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 7 月号 

岩沢北部・岩沢南部地区 

★☆★ 合併号 ★☆★ 

 

１ 土 地 区 画 整 理 審 議 会 を 開 催 し ま し た 

 

過去に発行したニュースは飯能市のホームページで閲覧することができます。 

https://www.city.hanno.lg.jp 

飯能市トップ > 暮らし・生活 > 道路水路・公園・区画整理 > 区画整理 > 飯能市土地区画整理事業ニュース 

 

審議会の概要 

１ 仮換地指定の諮問を行い、原案のとおり答申をいただきました。（岩沢北部） 

２ 任期満了に伴う、審議会委員選挙の実施について説明を行いました。 

（令和 2 年 6 月 4 日に任期満了：岩沢北部） 

３ 3 月 23 日（土）加治東地区行政センターにて開催した阿須小久保線（跨線

橋）整備予定等に関する地元説明会について、その報告と寄せられた意見等

の説明を行いました。 

【地元説明会の主な内容】 

・阿須小久保線（跨線橋）の今後の整備の予定として、市道 1-7 号線から双

柳岩沢線までの区間を令和 3 年度末の開通目標に整備を進める予定である

こと。※次ページを参考 

・元加治第３号踏切道の廃止に伴う代替案について説明を行いました。当日は、

お示しした代替案以外にも検討してほしい等の意見をいただきました。 

※詳細は、土地区画整理事業ニュース平成３１年４月号に掲載 

過去分の飯能市土地区画整理事業ニュースについて 

https://www.city.hanno.lg.jp/
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今年度は、引き続き阿須小久保線（跨線橋）下部工の工事を実施するとともに、阿須小久

保線（跨線橋）上部工の橋桁工場制作に着手します。 

阿須小久保線は、市街地東部を南北に縦貫する道路として最重要、最優先される幹線道路

に位置付けられており、令和３年度末の開通目標に市道 1-7 号線から双柳岩沢線までの区間

の整備を進めます。 

阿須小久保線（跨線橋）の工事に伴い、工事車両が多く通行することになります。工事等

につきましては、看板などで周知するほか交通誘導員の指示により通行いただきますようご

協力をお願いします。その他、今年度の事業として埋蔵文化財発掘調査、宅地造成、道路工

事及び建物移転などを実施します。 

※令和元年度の工事は右ページのとおりです。 

 

 

  

２  令 和 元 年 度 の 主 な 工 事 予 定 

 

阿須小久保線（跨線橋）整備等の今後の予定 
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岩沢北部                    岩沢北部 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩沢北部                  岩沢北部・岩沢南部 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                

岩沢南部 

① １１街区造成ほか工事 ② １６１街区造成ほか工事 

④ 市道１－１８２９号線道路整備工事 ⑤ 阿須小久保線（跨線橋）下部工工事  

⑥ 区５－13 号線ほか舗装新設工事 
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　　　工事期間中は皆さまに交通規制などご不便をおかけすることとなりますが、影響をできる
　　　限り軽減する工夫を継続的に行ってまいります。ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願
　　　い申し上げます。 

工　事　箇　所　図

岩 沢 北 部 地 区

岩 沢 南 部 地 区

工事箇所④

工事箇所③

工事箇所①

問い合わせ先：下水道課　整備担当　０４２－９７３－３４３３（直通）

工事箇所②

工事箇所⑤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  下 水 道 課 か ら の お 知 ら せ 
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編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

Ｆ Ａ Ⅹ  ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 

 ■建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀・フェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化

する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

 

■その他  

☆権利変動届出のお願い☆  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありまし

たら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

☆迷惑駐車について☆ 

  道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘発するほか、ト

ラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

☆電柱等移設へのご協力のお願い☆ 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われます。電気・電話等は皆さま方が日常生活上欠かすことのできないものです。電

柱の敷地内への移設について、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

    

４  区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 
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飯能市土地区画整理事業ニュース  

       

 

 

    

   

 

 

 

（１）主要幹線道路の整備予定（区画整理地内） 

① 川寺岩沢線は、加治小学校北側交差点までの区間を整備し、併せて交差点には信号機

が設置される予定です。なお、加治小学校正門前に設置されている信号機は整備後に廃

止される予定です。 

② 国道 299 号市役所入口交差点に接続する双柳岩沢線つきましては、令和２年度末の開

通を目標に整備を進めます。 

③ 西武池袋線を跨線橋で越える阿須小久保線は、令和 3 年度末の開通を目標に橋の土台

となる下部工工事に着手します。開通後は、岩沢地区から笠縫地区を経由し市役所入口

交差点を北上すると国道 299 号バイパスに接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 7 月号 

笠縫・双柳南部地区 

★☆★ 合併号 ★☆★ 

 

１ 令和元年度の主な工事予定     ２ 双柳南部地区の見直しについて 

３ 土地区画整理審議会を開催しました ４ 下水道課からのお知らせ 

５ 区画整理課からのお知らせ 

１  令 和 元 年 度 の 主 な 工 事 予 定 

主要幹線道路の整備予定（区画整理地内） 

今号では、笠縫地区及び双柳南部地区の取り組み状況についてお知らせいたします。 
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（２）笠縫地区の主な工事予定 
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都市計画道路川寺岩沢線は、加治小学校北側の交差点から笠縫・岩沢地区を経由し、元加治

駅南口駅前通り線に接続し元加治駅南口へと続く路線です。今年度は、昨年度の工事完了箇所

から引き続き、西へ約１５６ｍを整備し、接続する区 10-2 号線も併せて整備します。また、

この整備では加治小学校北側交差点に信号機が設置される予定です。   

なお、加治小学校正門前に設置されている手押式信号機は、この整備が完了しますと廃止さ

れる予定となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 4 街区造成ほか工事 ② 区 6-9 号線道路整備工事 

③ 川寺岩沢線道路整備工事 
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（３）双柳南部地区の主な工事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事期間中は振動・騒音等を生じることがあ 

ります。お住まいの方に配慮し工事を進めて 

まいりますので、ご理解をお願いいたします。 

また、迂回等の必要が生じた場合は、工事看

板等で周知するほか、交通誘導員による誘導

を行います。ご協力をお願いいたします。 

 

  

① 区 6-2 号線ほか道路整備工事 
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■双柳南部土地区画整理事業の見直し（事業計画変更）を行いました 
平成２８年度から行ってまいりました双柳南部土地区画整理事業の見直しについては、令和

元年７月５日付けで事業計画変更の公告を行いました。 

この事業計画変更に伴い、区画整理事業の施行地区が縮小され、区画整理事業を継続する地

区と区画整理事業以外の手法で整備する地区（区画整理事業除外地区）に分かれることになり

ます。 

 

 

☆今後の予定について 

・換地設計（案）の作成 

区画整理事業を継続する地区内に土地を所有する権利者の皆さまについては、区画整理事

業の施行地区の縮小に伴い、新たに換地設計を行う予定です。作成した換地設計（案）につ

いては、権利者の皆さまに個別に説明をさせていただく予定です。 

 

☆建築行為等について 

  区画整理事業を継続する地区内において建築行為等を行う場合、これまでどおり土地区画

整理法第７６条に基づく許可申請が必要です。但し、今回の公告により新たに換地設計を行

うことになりますので、換地設計（案）が作成されるまでの期間は、建築行為等の許可がで

きない場合があります。建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整

理課にご相談ください。 

 

 

 

☆今後の予定について 

・阿須小久保線の整備 

阿須小久保線については、最優先に整備を進めたいことから、該当する権利者の皆さまを

対象に説明会を開催する予定です。説明会については、あらためてご案内をさせていただき

ます。 

 

☆建築行為等について 

  区画整理事業以外の手法で整備する地区において建築行為等を行う場合、土地区画整理法

第７６条に基づく許可申請は必要ありませんが、地区計画による制限を受けることになり、

届出が必要となります。地区計画の届出等について、ご不明な点がございましたら、区画整

理課又はまちづくり推進課までお問い合わせください。 

 

２  双 柳 南 部 地 区 の 見 直 し に つ い て （ 事 業 計 画 変 更 ） 

区画整理事業を継続する地区（区画整理事業継続地区） 

区画整理事業以外の手法で整備する地区（区画整理事業除外地区） 
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区画整理事業から除外される地区における地区計画の主な内容は以下のとおりです。 

○ 建築物の敷地面積の最低限度【 敷地面積を１２０㎡以上とする 】 

敷地の細分化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を１２０㎡とするもので、

土地を新たに分割（分筆）する場合に適用されます。 

なお、現在１２０㎡に満たない土地については、新たに分割を行わない限り建築物の建

築は可能です。 

○ 壁面の位置の制限【 道路、隣地境界までの距離を０．５ｍ以上とする 】 

建築物を建築する場合は、それらの外壁等について道路境界及び隣地境界から０．５ｍ

以上離して施工していただきます。新築する場合や増築、改築を行う場合に適用されます。 

 

○ 垣又はさくの構造の制限【 生垣又はフェンス等 】 

道路に面する垣または柵の構造を定めています。生垣又は透視可能なフェンスを用いる

こととし、宅地の地盤高からの仕上がりの高さを１．５ｍ以下とします。新たに垣又はさ

くを設置する場合に適用されます。 

 

地区計画に関する問い合わせ先 

まちづくり推進課 計画・定住政策担当（市役所本庁舎２Ｆ） 

電話：042-973-2268(直通)  FAX：042-974-6770 E メール：toshi@city.hanno.lg.jp 

 

 

 

 

■土地区画整理審議会を開催しました 

令和元年 5 月 17 日（金）笠縫及び双柳南部土地区画整理審議会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  土 地 区 画 整 理 審 議 会 を 開 催 し ま し た 

 

過去に発行したニュースは飯能市のホームページで閲覧することができます。 

https://www.city.hanno.lg.jp/ 

飯能市トップ > 暮らし・生活 > 道路水路・公園・区画整理 > 区画整理 > 飯能市土地区画整理事業ニュース 

 

審議会の概要 

１ 仮換地指定の諮問を行い、原案のとおり答申をいただきました。（笠縫） 

２ 事業計画の見直しについて説明を行いました。（双柳南部） 

３ 今年度実施予定の工事等について説明を行いました。（笠縫、双柳南部） 

 

過去分の飯能市土地区画整理事業ニュースについて 

mailto:toshi@city.hanno.lg.jp
https://www.city.hanno.lg.jp/
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４  下 水 道 課 か ら の お 知 ら せ 
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編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

Ｆ Ａ Ⅹ  ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

            

  

■建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います 

☆笠縫地区、双柳南部地区(区画整理事業継続地区)☆ 

区画整理事業地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀・フェンス等、工作物の

設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行

為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。 

☆双柳南部地区（区画整理事業除外地区）☆  

区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受け

ることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基

づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化する

前に区画整理課又はまちづくり推進課にご相談ください。 

 

■その他 

☆権利変動届出のお願い☆  

  区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら

必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

☆迷惑駐車について☆ 

  道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘発するほか、ト

ラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

☆電柱等移設へのご協力のお願い☆ 

  区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同時に

行われます。電気・電話等は皆さま方が日常生活上欠かすことのできないものです。電柱の

敷地内への移設について、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

５   区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 



 

飯能市土地区画整理事業ニュース  
       

 

 

１ 地元説明会を開催しました    2 区画整理課からのお知らせ 

    

              

１ 阿須小久保線（跨線橋）整備予定等に伴う地元説明会を開催しました 

  阿須小久保線（跨線橋）整備等に係る地元説明会を開催しましたので、説明会の概要など

についてお知らせします。 

 

（１）地元説明会出席状況について 

【開催日時】令和元年 11 月 9 日（土）午後６時から 

【会  場】加治東地区行政センター 集会室 

【出席者数】75 人 

 

（２）地元説明会の開催について 

阿須小久保線（跨線橋）については、これまで土地区画整理審議会や地元説明会等に

おいて、阿須小久保線（跨線橋）整備に係わる元加治第３号踏切道廃止に伴う代替施設

について、地域住民の皆様からのご意見を踏まえ検討を進めてまいりました。 

市では検討の結果、西武池袋線北側では阿須小久保線の白髪白山神社北西側に折り

返しによる斜路（スロープ）付階段を、また、西武池袋線南側においては阿須小久保線

と市道１－１９００号線の交差部に折り返しによる斜路（スロープ）を代替施設として

設置することを市の方針といたしましたことから、その概要や阿須小久保線（跨線橋）

の整備予定などを説明するため地元説明会を開催したところです。 

 

（３）阿須小久保線（跨線橋）の整備予定について 

阿須小久保線（跨線橋）の整備については、市道 1-7 号線から双柳岩沢線までの区

間を令和 3（２０２１）年度末の開通を目標に整備を進めています。 

なお、整備工程は、図１の阿須小久保線（跨線橋）の整備計画図のとおりです。 

 

 

令和２年１月号 

岩沢北部・岩沢南部地区    

★☆★ 合併号 ★☆★ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ 



（４）元加治第３号踏切道廃止に伴う代替施設について 

代替施設が無い場合と、代替施設が有る場合の歩行者及び自転車の動線について検討

を行いました。代替施設が無い場合、図２のとおり歩行者及び自転車は約 970ｍの距

離を迂回する必要がありましたが、図３のとおり代替施設を設置することにより移動距

離が約 420ｍとなり、移動距離が半分以下に抑えられ、利用する方々の負担が軽減さ

れ利便性の向上が図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ 

図 ３ 



（５）代替施設の概要について 

西武池袋線の北側については、図４のとおり跨線橋を渡り終え阿須小久保線本線を約

70m 進んだ東側の歩道から、代替施設を利用し白髪白山神社脇に折り返すこととなり

ます。構造は斜路（スロープ）付階段で、自転車での通行も可能となり、延長約 14m、

幅員約 3m、高低差は約 2.6m となります。 

西武池袋線の南側については、元加治第 3 号踏切から約 80m 南に位置する市道

1-1900 号線から、図５のとおり代替施設を利用し、阿須小久保線本線に乗り入れる

こととなります。構造については、延長約 20ｍ、幅員約 3ｍ、高低差は約 1.5ｍの斜

路（スロープ）方式となり、自転車の通行も可能となります。なお、南側では阿須小久

保線本線西側歩道へも同構造の施設により乗り入れることができます。 

また、この市道は、阿須小久保線本線と交差する位置にボックスカルバートを設置す

ることで、歩行者限定となりますが、阿須小久保線本線下を通り東西方向の通行を可能

とする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４ 図 ５ 



（６）地元説明会での主な質疑応答について 

 

Ｑ1 代替施設の検討に当たっては、どのような要件を満たすこととしたのか、改めて代

替施設を設置することになった経緯を含め教えてください。 

Ａ1 道路と鉄道が立体交差化となる場合には、法令等の規定により現存する踏切は廃 

止することとなります。第 1 回目の説明会で踏切存続の要望もあり、市としても西

武鉄道株式会社に対し再度協議の申し入れを行いましたが、踏切事故の防止、また、

法令等の観点から踏切の廃止は止むを得ないと判断したところです。 

このことから、交通量調査を実施し実態を把握した上で代替案の検討に入り、前回

では複数案を提示し、地域住民の皆様からいただいた意見を踏まえ、市の方針とした

ところです。 

なお、代替施設の要件としては、歩行者の移動距離、安全性、費用対効果などを総

合的に検討したうえで方針を決定しました。 

 

Ｑ2 藤田堀から国道 299 号までの整備予定を教えてください。 

Ａ2 この区間については、令和 7 年度の開通を目標に取り組んでおり、現在、用地確 

保を進めているところです。 

 

Ｑ3 市道 1-7 号線から北側の一部分が整備されていますが、開通させないのですか。 

Ａ3 整備した北側から先の部分は狭隘道路となっており、住宅地に通過車両が流入し 

ないように閉じています。令和 3 年度の跨線橋の開通と伴に供用を開始する予定で 

す。また、この開通と伴に阿須小久保線と交差する元加治駅南口駅前通り線の一部 

区間も開通する予定で進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 

住  所   飯能市大字笠縫１１２-１ 

電  話  ０４２-９７３-８６８２ 

Ｆ Ａ Ⅹ  ０４２-９７２-１２４２ 

E メール  kukaku@city.hanno.lg.jp 

 

 

１ 保留地（宅地）販売情報  

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内の保留地（宅地）8 区画を販売しています。 

パンフレットは土地区画整理事務所で配布しています。飯能市ホームページにも詳細を掲載

していますのでご覧ください。 

土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。 

ご希望に応じ、現地案内にも対応いたします。 

２ 建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、

工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を

受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法

に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、計画を具体化

する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。 

３ 権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました

ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課まで届出をお願いします。 

４ 迷惑駐車について 

  道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、ト

ラブルの原因となりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。 

５ 電柱等移設へのご協力のお願い 

  土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同

時に行われます。電柱の受け入れに関しては皆さまのご協力が必要となり、電気・電話等は

皆さまが日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱の移設については関係す

る皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

    

２  区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 

 



 

飯能市土地区画整理事業ニュース 
       

 
 

 

 

 

 

 

【笠縫地区】 

双柳岩沢線 国道 299 号市役所入口交差点周辺の整備を進めています。な

お、完成は令和 3 年 3 月を予定しています。完成後は、加治小学校方面から富

士見通りを経由し、国道 299 号バイパスへアクセスすることができます。 

川寺岩沢線 加治小学校の北側から東へ約 1７0ｍ区間の整備を進め、令和 2

年 3 月 24 日に開通しました。これにより、加治小学校北側を走る加治小ふれ

あい通りを経由し、県道二本木・飯能線へアクセスすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和２年3月合併号 

 

 

１主要幹線道路の整備状況  ２阿須小久保線整備（双柳南部工区）の説明会を開催 

３市道通行止めについて ４下水道課からのお知らせ 5 区画整理課からのお知らせ 

1  主 要 幹 線 道 路 の 整 備 状 況 

笠 縫 地 区 

 市役所入口交差点 

加

治

小

学

校 

笠 縫 地 区 ① 

② 

③ 

④ 

写真撮影方向 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【岩沢地区】 

阿須小久保線 西武池袋線を跨ぐ跨線橋の土台となる下部工工事を進め、令和 2

年 2 月に完成し、橋桁は、三重県津市の工場で橋桁を仮組した状態で検査を行い製

作が完了したことを確認しました。なお、跨線橋部分の完成は令和 4 年 3 月を予定

しています。令和 2 年度の工事は、西武池袋線の上空に橋桁を架設する工事や線路

南側では、取付道路の盛土工事といった大規模な工事を予定しています。 

橋桁の架設は 6 月頃から 9 月頃の間に、終電車から始発電車までの時間帯（午前

2 時頃から午前 4 時頃まで）にかけて大型クレーンなどにより行われます。 

なお、工事の見学は可能ですが、夜間工事となりますので必ず交通誘導員等の指

示に必ず従うようにご協力をお願いします。 

阿須小久保線の跨線橋部分の開通後には、阿須方面から跨線橋を越え、双柳岩沢

線を経由し国道 299 号市役所入口交差点へ、さらに北上すると国道 299 号バイパ

スへアクセスすることができ、市内を南北に縦断するルートの一部が形成され移動

時間の短縮、交通渋滞などの緩和が期待されています。 

市道 1-1829 号線 道路整備工事の完成に伴い、令和 2 年 3 月 30 日に一方通

行の規制が解除されました。 

① 双柳岩沢線 

 

② 双柳岩沢線 

 

③ 川寺岩沢線 

 

④ 川寺岩沢線 

 



Ｎ 

➄ 

⑥ 

写真撮影方向 

阿須小久保線（跨線橋）整備 

双柳岩沢線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 阿須小久保線 

  岩沢北部側 

⑥ 阿須小久保線 

  岩沢南部側 

 

岩 沢 地 区 

 

市道 1-1829 号線  

一方通行規制解除区間 



 

 

１阿須小久保線整備（双柳南部工区）に係る説明会を開催しました 

   令和元年７月５日の双柳南部土地区画整理事業の事業計画変更に伴い、区画整理区域

から除外された阿須小久保線の整備に係る説明会を道路用地に該当する方を対象に開催

しましたので、説明会の概要についてお知らせします。 

 

（１）説明会出席状況について 

【開催日時】令和 2 年 2 月 23 日（日）午前 10 時から 

【会  場】双柳地区行政センター 集会室 

【出席者数】31 人（該当者数 45 人） 

 

 （２）説明会の概要について 

   ① 阿須小久保線整備概要について 

   ② 測量及び建物等移転補償調査のお願いについて 

   ③ 用地買収及び建物等移転補償について 

 

 （３）主な質疑応答について 

  Ｑ：建物の築年数による補償金の変化（償却率）はどうなるのか。また、その補償金で今

ある建物と同規模の建築ができるのか。 

  Ａ：補償は損失補償基準に基づき算定されます。基準では生活再建が前提であることか

ら、一般の査定価格よりも高めになる傾向です。また、同規模の建築ができるかにつ

いては、現在の建物の経過年数に応じた建物の評価率で、算定されますので、全てが

補償されることとはなりません。 

  Ｑ：完成時期の見込みについては 

  Ａ：これから測量や設計業務に入るので詳細はお伝え出来ないが、国道 299 号の南側で

は、令和 7 年度の完成を目指しており、それに近づけられるよう整備工程等を検討

していきたい。 

  Ｑ：建物の解体や引っ越しについては、契約者で手配するという考えでいいか。 

  Ａ：移転に係わる業者選定及び移転先選定などは、契約者ご本人にお願いします。 

 

２今後の予定  

   現在、双柳南部土地区画整理事業では、測量作業等を行いその成果に基づき換地設計

（案）の作成を進めています。地権者の方々にお示しさせていただく、換地設計（案）の

供覧については、来年度を予定しております。地権者の皆さまには、郵送により直接お知

らせします。 

  

２  阿須小久保線整備（双柳南部工区）の説明会を開催 



 

 

 

下図のとおり、笠縫土地区画整理事業地内において区画道路の供用を開始するこ

とに伴い、市道の一部を通行止め（廃止）します。 

 

区画道路供用開始  ：令和 2 年 3 月下旬予定 

市道通行止め（廃止）：令和 2 年 4 月下旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道通行止め（廃止）箇所 
 
区画道路供用開始箇所 

 

３ 市道通行止めについて 



 

 

令和元年度の公共下水道・舗装工事の進捗についてお知らせします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4   下水道課からのお知らせ 

笠縫地区及び双柳南部地区 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 沢 地 区 
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１ 保留地（宅地）を販売しています  

飯能市が施行する笠縫土地区画整理事業地内の保留地（宅地）を販売中です。 

今年度は 3 区画を購入いただき、引き続き 8 区画を販売しています。飯能市ホームペ

ージに詳細を掲載しているほか、案内書を土地区画整理事務所で配布しています。 

ご希望に応じ、現地案内（見学）にも対応しますのでお気軽にご相談ください。 

   

２ 建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います 

土地区画整理事業地内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀などの工作物 

を設置する場合には、土地区画整理法第76条に基づく許可申請が必要になります。 

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談くだ 

  さい。 

 

３ 権利変動の届出のお願い  

   土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、所有権移転、住所変更等がありましたら、

法務局への登記とは別に、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課へ届出

をお願いいたします。郵送等での届出も可能ですのでお問い合わせください。 

 

４ 迷惑駐車について 

   道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘発するほか、

近隣トラブルの原因のもととなりますので、ルールを守り、みんなが住みよいまちにし

ましょう。 

 

５ 電柱等移設へのご協力のお願い 

   土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も

同時に行われます。電柱の受け入れに関しては皆さまのご協力が必要となり、電気・電話

等は皆さまが日常生活するうえで欠かすことのできないものです。電柱の移設について

は関係する皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

    

 

 

5  区画整理課からのお知らせ 



飯能市土地区画整理事業ニュース  
       

 

 

１ 令和２年度の主な事業予定 

（１）笠縫地区 

国道 299 号（久下六道線）市役所入口交差点改良工事について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              

 

（２）双柳南部地区（除外地区含む） 

① 新たな仮換地（案）の設計について 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 阿須小久保線整備に係わる測量設計について（双柳南部工区） 

 

 

 

１ 令和２年度の主な事業予定     2 区画整理課からのお知らせ 

 

令和２年６月合併号 

国道 299 号（久下六道線）市役所

入口交差点周辺の工事を着手しまし

た。完成は令和3年２月下旬を予定し、

工事完成後は、加治小学校方面から富

士見通りを経由し、国道 299 号バイ

パスへアクセスすることが可能とな

り、市内南北の往来が便利になります。 

この道路の開通により、防災面では

緊急車両等の到着時間の短縮や利便性

が向上することで地域の活性化への効

果が期待されるところです。 

国道 299 号（久下六道線） 

市役所入口交差点 

双

柳

岩

沢

線 

東京電力 
変電所 

工期：令和 2 年 5 月中旬から令和 3 年 2 月下旬まで 

地権者の皆さまのご協力により、平成 28 年度より進めてまいりました事業の見直しに

つきましては、令和元年 7 月 5 日に事業計画変更の公告を行ったところです。これにより、

現況を重視した整備計画となったため、これまでの換地設計を改めて行う必要があります。

現在では、新たな換地設計（案）の作成を進めており、土地区画整理審議会からの意見を

経たうえで、地権者の皆さまへ個別に説明をさせていただく機会を設けます。なお、開催

時期につきましては、新型コロナウイルス感染症の「緊急事態宣言」が全面解除となった

ところでありますが、感染拡大の第２波が押し寄せることも危惧されていることから、今

後の状況を注視したうえで日程を決定させていただきます。 

事業の見直しにより区画整理から除かれた阿須小久保線の整備に着手するため、道路用

地に必要な用地の確定測量や工事のための道路設計を行います。これにより、用地の立会

いが必要となることから、関係する地権者の皆さまには、直接郵送により立会い等のお知

らせをさせていただきます。なお、立会い時期については 10 月頃からを予定しています。 

工事区間 



（３） 岩沢北部・岩沢南部地区（除外地区含む） 

① 阿須小久保線整備について（岩沢工区）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 元加治第３号踏切道廃止に伴う代替施設について 

 

 

 

 

 

 

阿須小久保線については、西武池袋線を跨ぐ跨線橋の土台となる下部工工事が、令和 2

年 2 月に完成し、橋桁は、三重県津市の工場で仮組した状態で検査を行い製作が完了した

ことを確認しました。なお、跨線橋部分の開通は令和 4 年 3 月を予定しています。 

令和 2 年度の工事は、西武池袋線の上空に橋桁を架設する工事や線路南側では、取付道

路の盛土工事といった大規模な工事を予定しています。 架設の日程は未定ですが、7 月か

ら 9 月の間までの一週間程度の期間で、終電車から始発電車までの時間帯（午前 2 時頃か

ら午前 4 時頃まで）にかけて大型クレーンなどにより行われます。  

なお、工事の見学は可能ですが、見学の際は交通誘導員等の指示に必ず従うようにご協力

をお願いします。  

阿須小久保線の跨線橋部分の開通後には、阿須方面から跨線橋を越え、双柳岩沢線を経由

し国道 299 号市役所入口交差点へ、さらに北上すると国道 299 号バイパスへアクセスす

ることができ、市内を南北に縦断するルートの一部が形成されることで、移動時間の短縮や

交通渋滞などの緩和が期待されます。  

市 

阿須小久保線の整備により廃止される元加治第 3 号踏切の代替施設について、西武池袋

線の北側では、阿須小久保線本線の東側の歩道から、斜路（スロープ）付階段で、白髪白山

神社脇に降りることができます。西武池袋線の南側については、市道 1-1900 号線から斜

路（スロープ）により阿須小久保線本線に乗り入れることとなります。 

また、この市道は、阿須小久保線本線と交差する位置にボックスカルバートを設置するこ

とで、歩行者限定となりますが、本線下の通り抜けが可能となります。 

工事区間 



（４）令和 2 年度下水道工事予定について 
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○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います   

■区画整理地区 

土地区画整理事業地内において、建築行為（開発行為）やブロック塀などの工作物を設 

置する場合には、土地区画整理法第76条に基づく許可申請が必要になります。  

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課へご相談ください。 

 

■区画整理除外地区（双柳南部地区、岩沢北部地区、岩沢南部地区の各一部） 

土地区画整理事業から除外された地区で、建築行為（開発行為）やブロック塀などの工作物

を設置する場合には、地区計画の届出が必要になります。 

また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受け

ることとなります。 

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課またはまちづくり推

進課へご相談ください。 

 

○権利変動の届出のお願い 

土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、所有権移転、住所変更等がありましたら、法務局

への登記とは別に、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課へ届出をお願いいたし

ます。郵送等による届出も可能ですのでお問い合わせください。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

５月４日、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新型コロナウイルスを想

定した「新しい生活様式」が厚生労働省により公表されました。本市においてもホームページや

SNS で市民の皆様に周知をしています。 

「新しい生活様式」には４つの実践例があります。①一人ひとりの基本的感染対策（身体的距離

の確保・マスクの着用・手洗い等）、②日常生活を営む上での基本的生活様式（こまめに換気・３

密の回避・健康チェック等）、③日常生活の各場面別の生活様式（買い物・娯楽・食事等）、④働き

方の新しいスタイル（テレワーク・時差出勤・オンライン会議等）です。これらを、日常生活の中

に意識し、安心して暮らせる地域を目指しましょう。 

土地区画整理事務所では、来所者と職員の健康と安全に配慮し、感染症拡大防止対策を実施して

います。ご理解とご協力をお願いします。 

 

    

 

２  区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 

 



飯能市土地区画整理事業ニュース

変更する事業計画の種類

飯能都市計画事業岩沢北部土地区画整理事業の事業計画変更(県知事認可)

縦覧期間

令和２年１１月１１日(水)～令和２年１１月２４日(火)

午前８時３０分から午後５時１５分まで

縦覧場所

飯能市建設部区画整理課

(飯能市土地区画整理事務所内：飯能市大字笠縫112-1)

意見書の提出について

・事業計画については、令和２年１１月１１日(水)から令和２年１２月８日(火)まで

（以下「意見書提出期間」）意見書を提出できます。

・意見書を提出できる方は、利害関係を有する方に限ります。

・意見書は、意見書提出期間に、飯能市区画整理課の窓口で取得できます。

・意見書の提出は埼玉県市街地整備課へお願いします。

なお、郵送での提出も可能です。

意見書提出先（意見書提出期間内必着）

〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3丁目15-1

埼玉県都市整備部市街地整備課 あて

岩沢北部土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧を行います

令和２年１１月号

岩 沢 北 部 地 区

事業計画変更の縦覧について



編集発行 飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内）
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お知らせ

都市計画道路阿須小久保線と都市計画道路久下六道線の交差部において、一部区域を変更すること

に伴い、都市計画の変更案の縦覧を行います。

変更する都市計画の種類

・飯能都市計画道路（阿須小久保線）の変更(市決定)

・飯能都市計画地区計画（双柳南部地区）の変更(市決定)

縦覧期間

令和２年１１月１０日(火)～令和２年１１月２４日(火)

※土日祝日を除く 午前８時３０分から午後５時１５分まで

縦覧場所

飯能市建設部まちづくり推進課 (飯能市役所本庁舎２階)

意見書の提出について

・変更案については、縦覧期間中に意見書を提出できます。

・意見書を提出できる方は、市内在住、または利害関係を有する方に限ります。

・意見書は縦覧期間中に、まちづくり推進課の窓口で取得できます。

・意見書の提出は、まちづくり推進課へお願いします。

なお、郵送での提出も可能です。（郵送の場合は、１１月２４日(火)必着）

意見書提出先（縦覧期間内必着）

〒357-8501

飯能市大字双柳1番地の1

飯能市建設部まちづくり推進課 計画・移住・空き家対策担当 あて

都市計画の変更案の縦覧について
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１ 令和２年度の主な事業経過 

（１）笠縫地区 

【久下六道線市役所入口交差点改良工事の状況について】 

 笠縫地区では、久下六道線市役所入口交差点改良工事を進めており、久下六道線の右折帯及

び歩道整備や双柳岩沢線の道路側溝及び舗装工事等が完了すると、笠縫地区内の双柳岩沢線に

ついては、皆さまのご協力により整備が完了することとなります（写真①、②）。 

 なお、市役所入口交差点の供用開始（開通）は、令和３年３月６日正午を予定しています。 

①市役所入口交差点南側（双柳岩沢線）     ②市役所入口交差点西側（久下六道線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市役所入口交差点の供用開始（開通）の日程】 

        久下六道線市役所入口交差点改良工事 

開通日時：令和 3 年 3 月６日（土）正午 

工事概要：延長 130ｍ  幅員 12ｍ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和２年度の主な事業経過     2 区画整理課からのお知らせ 

 

令和 3 年２月合併号 

国道299号 至

入
間
市

至

飯
能
市
街

Ｎ

ＪＲ八高線

変電所

市役所入口交差点

開通区間

延長130m、幅員12m

（久下六道線） 

（双
柳
岩
沢
線
） 



（２）双柳南部地区 

 

【換地設計（素案）の個別説明会を開催しました】 

 双柳南部地区につきましては、事業見直しにより令和元年 7 月 5 日から新たな事業がス

タートし、区画整理の基本である換地設計（素案）の作成を進めてきました。 

 この度、令和２年１０月２８日から１１月２６日まで１５日間の日程で個別説明会を開

催し、換地設計（素案）について各権利者ごとにご説明をさせていただきました。 

 なお、まだ説明を終えていない方々につきましては、引き続き日程を調整し、説明を行

う機会を設けさせていただきます。 

 今後は、個別説明会で皆さまから頂いたご意見などを基に、換地設計（素案）の調整等

を行い、換地設計（案）の作成を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

【阿須小久保線（双柳南部工区）の境界立会を実施しました】 

 双柳南部土地区画整理事業区域から除かれた阿須小久保線（双柳南部工区）につきまして

は、用地買収方式により整備を行うための準備を進めているところです。 

 今年度は道路用地を確定するための境界立会や測量及び建物調査などを実施しました。

令和２年１１月３０日から１２月２日までの期間で、道路用地を確定するための境界立会

にご出席いただいた皆さまにおかれましては、寒空の下ご協力をいただきありがとうござ

いました。 

 引き続き、測量、設計を行うとともに、今後は建物調査等を順次行い、整備に着手でき

るよう準備を進めてまいりますのでご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



（３）岩沢北部・岩沢南部地区 

【阿須小久保線（跨線橋）の整備状況について】 

阿須小久保線(跨線橋)の整備については、主桁上部において型枠組立及び床版コンクリート

打設が完了したところです（写真①、②）。 

  現在、地覆・壁高欄の橋面工施工を進め、その後転落防止柵などを設置し完成します。ま

た、西武池袋線南側橋台部の盛土工事については、現在工事を進めております（写真③、④）。 
 ①型枠組立状況              ②床版コンクリート打設状況 

 

 

 

 

 

 

 

      

    ③南側補強土壁工事状況           ④南側盛土工事状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

【阿須小久保線（跨線橋）の名称について】 

跨線橋の名称については、岩沢地区の５自治会の会長、白髪白山神社役員及び岩沢南部・岩沢

北部両土地区画整理審議会委員の皆さまにお願いし、阿須小久保線（跨線橋）名称（案）検討会

議を昨年１２月に開催し検討を行いました。 

 会議では、「地域にとって末永く親しみが持て、かつ、分かりやすく馴染みやすい名称」を基

本的な考えとし、委員からは名称には地域名である大字名「岩沢」を冠とする意見や、跨線橋は

名称として専門的であり、一般的に馴染みづらいなどの意見が出されました。 

会議の結果、市内の事例にもある 

国道２９９号バイパス「中山陸橋」 

のように「跨線橋」ではなく、「陸橋」 

とした方が一般的呼び名として親しみ 

やすいとの意見が出され、橋の名称は 

大字名である「岩沢」と、一般的呼び 

名として親しみやすい「陸橋」とを組 

み合わせ、「岩沢陸橋」とすること 

に決定いたしました。 

 岩沢陸橋 

【完成イメージ図】 



編集発行  飯能市区画整理課（土地区画整理事務所内） 
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（１）岩沢南部土地区画整理審議会委員の任期満了に伴う選挙の実施について 

土地区画整理事業では、換地計画や仮換地指定などの審議を行うため、事業ごとに土地区

画整理審議会を設置しています。 

岩沢南部土地区画整理審議会委員の任期が本年10月6日をもって満了となるため、改選

に伴う選挙を実施します。  

日程等につきましては、「土地区画整理事業ニュース選挙特集号」でお知らせいたします。  

（２）建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います   

■区画整理地区 

土地区画整理事業地内において、建築行為（開発行為）やブロック塀などの工作物を設置

する場合には、土地区画整理法第76条に基づく許可申請が必要になります。  

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課へご相談ください。 
 

■区画整理除外地区（双柳南部地区、岩沢北部地区、岩沢南部地区の各一部） 

土地区画整理事業から除かれた地区で、建築行為（開発行為）やブロック塀などの工作物

を設置する場合には、地区計画の届出が必要になります。 

また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受

けることとなります。 

建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課またはまちづくり

推進課へご相談ください。 

（３）権利変動の届出のお願い  

土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、所有権移転、住所変更等がありましたら、

法務局への登記とは別に、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、区画整理課へ届出を

お願いいたします。郵送等による届出も可能ですのでお問い合わせください。  

（４）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

土地区画整理事務所では、来所者及び職員の健康と安全に配慮し、感染症拡大防止対策

を実施しています。ご理解とご協力をお願いします。 

 

    

 

２  区 画 整 理 課 か ら の お 知 ら せ 

 



 

令和３年７月号 

発行・お問い合わせ ： 飯能市 区画整理課 （土地区画整理事務所内）  

〒357-0045 飯能市大字笠縫 112-1               

Tel 042-973-8682 Fax 042-972-1242          

Mail kukaku@city.hanno.lg.jp                    

ー 主な整備についてお知らせします ー 
地区内南北の往来を改善するため、阿須小久保線、双柳岩沢線等の整備を進めています。 

昨年度では、①市役所入口交差点の改良工事が完了し、令和３年３月６日に供用を開始しました。 

今年度は、②西武池袋線跨線橋の周辺整備、③加治小学校北側の歩道整備、④阿須小久保線

（双柳・岩沢工区）の用地の確保を重点的に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ー 令和３年度 各地区の整備予定 ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○岩沢北部・岩沢南部地区 

阿須小久保線及び元加治駅南口駅前通り線の道路整備工事を予定しています。 

工事の進捗により、既存道路の通り抜けができなくなる箇所がありますので、う回をしていただ

くようご協力をお願いいたします。う回路の使用開始時期は、１０月頃を予定していますが、確定し

次第お知らせします。 

 



○笠縫地区 

地区内の幹線道路は、約 74％の整備が完了することができました。 

今年度は、加治小学校北側の歩道整備及び川寺岩沢線に接続する区画道路の整備を予定し

ています。 

  

ー 令和３年度 各地区の整備予定 ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ー 令和３年度 各地区の整備予定 ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー 区画整理課からのお知らせ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇任期満了に伴う岩沢南部土地区画整理審議会委員選挙について 

 令和 3年 10 月 6 日の任期満了に伴い、岩沢南部土地区画整理審議委員選挙が行われます。 

 

〇土地区画整理事業地内における建築行為等や権利変動について 

建築行為（開発行為）や工作物を設置する場合は、土地区画整理法第76条に基づく許可が必要です。ま

た、土地区画整理事業地区内の土地の権利に関して変更等がありましたら、届出が必要となります。 

 

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

土地区画整理事務所では、来所者と職員の健康と安全に配慮し、感染症拡大防止対策を実施していま

す。ご理解とご協力をお願いします。 

○双柳南部地区 

土地区画整理事業の見直し後の状況は、仮換地案の設計が完了し、土地区画整理審議会へ

説明を行ったところです。今後は、仮換地指定や建物移転等を進めます。 

今年度は、双柳地区行政センターの北側で、道路側溝整備等を予定しています。 
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